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慶
応
元
年
再
興
祇
園
臨
時
祭
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

i
芸
能
に
焦
点
を
当
て
て

は
じ
め
に

祇
園
臨
時
祭
と
は
、
平
安
時
代
初
期
か
ら
、
京
都
四
条

・
東
山

の
祇
闘
社
(
八
坂
神
社
)
に
お
い
て
行
わ
れ
た
祭
礼
の
こ
と
で
、

朝
廷
か
ら
勅
祭
が
派
遣
さ
れ
、
天
皇
の
安
寧
と
国
家
の
平
和
を
祈

念
す
る
格
式
の
高
い
祭
で
あ
る
。
六
月
一
四
日
の
祇
園
会
の
翌
日

一
五
日
に
行
わ
れ
た
。
同
様
の
臨
時
祭
が
、
京
都
近
辺
の
賀
茂
神

北
野
天
満
宮
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。

社
、
石
清
水
八
幡
宮
、

紙
園
臨
時
祭
は
応
仁
の
乱
で
途
絶
え
、
幕
末
の
慶
応
元
(
一
八
六

五
)
年
六
月
、
約
四

O
O
年
ぶ
り
に
復
興
さ
れ
た
。
江
戸
幕
府

は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
大
嘗
祭
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
朝
儀
の

公
武
合
体
の
機
運
を
背
景

に
、
朝
廷
の
勅
祭
で
あ
る
北
野
臨
時
祭
、
賀
茂
臨
時
祭
、
祇
園
臨

復
興
を
支
援
し
た
が
、

幕
末
に
は
、

時
祭
な
ど
が
復
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
祭
に
は
、
音
楽
・
芸
能
的
要
素
と
し
て

東
遊

勅
楽

(
唐
楽
と
高
麗
楽
)
、

お
よ
び
、
献
鎮
、
撤
僕

神
宴
(
御
神
楽
)
、

の
た
め
の
奏
楽

が
含
ま
れ
る
。

い
ず
れ
も
今
日

(
唐
楽
)

楽
」
と
呼
ば
れ
る
音
楽

・
芸
能
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
、
こ
の
う

寺

内

直

子

ち
、
東
遊
と
御
神
楽
は
、

少
数
の
楽
器
伴
奏
に
よ
る
歌
に
舞
が
つ

一
方
、
唐
楽
と
高
麗
楽
は
大
陸
か
ら
伝

く
日
本
固
有
系
の
演
目
、

わ
っ
た
多
種
類
の
楽
器
に
よ
る
器
楽
合
奏
音
楽
で
あ
る
。
音
楽
、

舞
を
担
当
し
た
の
は
、
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
楽
人
で
あ
っ
た
。

祇
園
臨
時
祭
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
復
興
臨
時
祭
は
、
数
年

後
に
訪
れ
る
明
治
維
新
の
激
動
期
に
臨
み
、
再
び
大
き
な
変
化
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
東
京
遷
都
、
そ
れ
に
伴
う
楽
人

F
h
d
 

の
東
上
な
ど
に
よ
っ
て
宮
廷
楽
人
の
参
加
が
難
し
く
な
り
、
多
く

の
場
合
、
芸
能
が
省
略
さ
れ
た
り
、

神
官
な
ど
神
社
の
自
前
の
人

員
に
よ
る
演
技
へ
と
変
化
し
た
。
復
興
臨
時
祭
の
盛
儀
は
、
長
ら

く
途
絶
え
て
い
た
古
代

・
中
世
の
儀
礼
、
芸
能
を
近
代
へ
と
受
け

渡
す
い
わ
ば
結
節
点
と
し
て
、
幕
末
の
動
乱
期
に
、

一
瞬
の
短
め

き
を
放
っ
て
、
現
出
し
た
。

こ
れ
ら
の
臨
時
祭
や
雅
楽
の
演
目
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
折
に

ふ
れ
、
先
行
研
究
で
も
言
及
さ
れ
る
が

平
出

一
九
四

O
a
、

雅

c
、
平
出

b 

c
、
d
)
、
実
際
に
ど
の

一
九
五
九

a
、

b よ
う
に
演
じ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
詳
し
い
論
証
が
な
い
。
本



こ
の
慶
応
元
年
再
興
の
祇
園
臨
時
祭
の
有
様
を
、

近
年
、

稿
は
、

新
た
に
発
見
さ
れ
た
八
坂
神
社
の
資
料
「
祇
園
社
務
家
日
記
」
と
、

祭
に
参
加
し
た
一
一
人
の
楽
人
、
辻
近
陳
(
つ
じ
・
ち
か
つ
ら
)
(
一

八
二
五

1
一
八
八
五
)

と
東
儀
文
均
(
と
う
ぎ
・
ふ
み
な
り
)
(

八

一
1
一
八
七
三
一
)

の
残
し
た
記
録
か
ら
再
現
し
、
合
わ
せ

て
、
二
人
の
楽
人
の
記
述
の
違
い
を
、
二
人
の
当
日
の
祭
り
へ
の

関
わ
り
方
(
役
割
)

と
、
楽
人
と
し
て
の
立
場
の
違
い
か
ら
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
江
戸
時
代
の
楽
人
組
織

臨
時
祭
の
具
体
的
様
相
を
見
る
前
に
、
臨
時
祭
で
舞
、
音
楽
を

演
じ
た
楽
人
に
つ
い
て
、
当
時
の
楽
人
組
織
を
理
解
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
、
伝
統
的
に
家
柄

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
理
解
な
く
し
て
は
、

辻
近
陳

と
東
儀
文
均
の
記
述
の
違
い
も
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

雅
楽
の
楽
人
は
、
平
安
時
代
、

一
O
世
紀
頃
か
ら
、

特
定
の
楽

器
や
舞
な
ど
を
世
襲
的
に
伝
承
す
る

成
立
し
、
親
か
ら
子
な
ど
、
血
族
の
強
い
つ
な
が
り
の
中
で
、

楽
家
」

と
呼
ば
れ
る
家
が

能
を
伝
承
し
て
き
た
。
京
都
の
内
裏
や
関
係
の
寺
社
な
ど
に
勤
仕

「
京
都
方
」
、
奈
良
の
輿
福
寺
、

春
日
大
社
等
を
拠
点
と
し

す
る

つ
つ
、
宮
廷
行
事
に
も
舞
な
ど
で
勤
仕
す
る

「
南
都
方
」
、

大
坂

の
四
天
王
寺
、
住
吉
大
社
等
に
勤
仕
す
る
「
天
王
寺
方
」

の

つ

の
集
団
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
中
に
は
、 そ

れ
ぞ
れ
独
自
に
活
動
し
て
き

表
一
の
よ
う
に
複
数
の
家
が

あ
り
、
担
当
楽
器
、
舞
を
棲
み
分
け
、
演
奏
、
演
技
を
行
っ
て
来

た
の
で
あ
る
。
南
都
方
は
平
安
時
代
か
ら
、
左
舞
を
も
っ
て
宮
廷

行
事
に
も
参
加
し
て
き
た
が
、

し
て
独
立
し
て
活
動
し
た
一
。

天
王
寺
方
は
中
世
ま
で
は
原
則
と

応
仁
、
文
明
の
乱

で
、
京
都
が
戦
場
に
な
り
、
多
く
の
宮
廷
行
事
や
、
雅
楽
の
種
目

の
い
く
つ
か
の
伝
承
が
断
絶
に
追
い
込
ま
れ
た
。
各
家
の
伝
承
を

し
か
し
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

- 16一

守
る
べ
き
当
主
の
楽
人
も
戦
乱
で
命
を
落
と
し
、

そ
の
結
果
、
京

都
方
の
生
の
豊
原
家
、
筆
築
の
安
倍
家
な
ど
の
伝
承
が
断
絶
の
危

機
に
瀕
し
た
。

中
世
末

こ
の
状
況
を
憂
え
た
正
親
町
天
皇

(
一
五
一
七

1
一

の
元
亀
年
中
(
一
五
七

0
年
代
)
に
、
勅
命
に
よ
り
、

京
都
の
楽
人
組
織
の
立
て
直
し
が
図
ら
れ
た
。
続
く
後
陽
成
天
皇

五
九
三
)

技

の
時
代
に
も
、

さ
ら
な
る
補
充
が
計

(
一
五
七
一

1
一
六
一
七
)

ら
れ
た
。

こ
の
時
、
行
わ
れ
た
の
は
、
京
都
、
奈
良
、
大
坂
の
地

域
を
超
え
た
伝
承
の
継
承
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
①
奈
良
、
大



坂
の
楽
人
を
呼
び
寄
せ
て
京
都
の
楽
人
と
と
も
に
宮
廷
儀
式
で
演

奏
さ
せ
る
、
②
途
絶
し
た
京
都
の
楽
家
を
、
奈
良
、
大
坂
の
楽
人

を
養
子
と
し
て
継
が
せ
る
、
③
京
都
の
特
定
の
楽
家
だ
け
で
保
存

さ
れ
て
き
た
伝
承
を
、
血
統
が
途
絶
え
た
時
の
保
険
に
、
他
家
に

も
伝
承
さ
せ
る
、
な
ど
の
方
策
が
と
ら
れ
た

寺
内

O 

O 

a
〕。

こ
れ
に
よ
り
、
南
都
方
と
天
王
寺
方
に
つ
い
て
は
、
京
都

在
住
の

「
在
京
」

の
家
と
、
在
地
残
留
の

在
南
」

「
在
天
」

家
の
別
が
生
じ
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
機
に
、

江
戸
時
代
に
は
、
楽

家
相
互
の
養
子
縁
組
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
養

同
一
姓
内
の
本
家
、
分
家
聞
の
場
合
も
あ
る
が
、
京

子
縁
組
は
、

都
、
奈
良
、

大
坂
の
地
域
を
越
え
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

江
戸
期
の
楽
人
組
織
の
再
編
、
伝
承
シ
ス
テ
ム
、
系
図
等
の
研

究
に
は
、

平
出
久
雄
(
平
出

一
九
五
七
)
、

西
山
松
之
助
(
西

一
九
八
二
)
、
南
谷
美
保
(
南
谷

一
九
九

O
、

一
九
九
七
、

山一一
C
C
六
)
h
b
の、

論
考
が
あ
る
。
筆
者
も
別
稿
で
こ
れ
ら
の

家
、
流
派
と
音
楽
伝
承
の
実
態
の
問
題
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

(
寺
内

二

O

一
O
b
)
。
詳
し
く
は
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
よ
う
な
一
子
相
伝
と
ほ
ど
遠
い
状
態
で
、
「
家
の
芸
」
が
実

ど
の
く
ら
い
強
固
に
守
ら
れ
て
来
た
の
か
は
疑
問
が

態
と
し
て
、

残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
京
都
方
、
南
都

の
区
別
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て

念
と
し
て
は
」
確
固
と
し
て
存
在
し
続
け
た
。

理

方
、
天
王
寺
方
の

「
三
方
」

二
二
方
」

の
区
別

は
ま
た
、
南
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
に
(
南
谷

裏
御
用
(
朝
廷
か
ら
の
庇
護
)
と
幕
府
か
ら
の
扶
持
と
い
う
制
度

一
九
九
七
)
、
禁

の
中
で
、
楽
人
と
し
て
の
評
価
と
上
演
権
や
受
給
で
き
る
金
額
の

枠
組
み
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
お
り

む
し
ろ
、
芸
術

の

上
の
問
題
よ
り
も
経
済
的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
て
、

以
上
の
記
述
は
、

す
な
わ
ち
、
宮
廷
の
位

地
下
楽
人
、

階
(
一

1
七
位
)

17 

の
中
で
は
四
位

1
六
位
で
、
昇
殿
が
許
さ
れ
な

い
地
下
官
人
の
身
分
に
属
す
る
楽
人
の
組
織
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
宮
廷
の
音
楽
、
芸
能
に
携
わ
る
貴
族
と
し
て
、

地
下
楽
人
の

(
堂
上
)
、
す
な
わ
ち
昇
殿
が
許
さ
れ
た
高
位
の
階

層
の
音
楽
家
が
い
る
。
後
に
登
場
す
る
綾
小
路
、
持
明
院
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
の
家
か
ら
分
か
れ
た
殿
上
の
家
々
で
は
、
主
に
、
神

ほ
か

殿
土

楽
歌
、
催
馬
楽
、
朗
詠
、
歌
披
講
(
和
歌
の
朗
唱
)
な
ど
の
歌
も

の
を
伝
承
し
、
御
神
楽
の
儀
な
ど
で
、
歌
唱
を
行
っ
た
。

地
下
楽
人
か
ら
の
要
求
の
受
け
付
け
、
朝
廷
、
幕
府
か

な
お
、

ら
楽
人
へ
の
、
各
種
行
事
へ
の
参
勤
命
令
伝
達
、
楽
人
間
の
も
め

ご
と
の
仲
裁
等
を
行
う
家
と
し
て
、
四
辻
家
が
あ
っ
た
。
四
辻



は
、
藤
原
北
家
閑
院
流
、
西
閏
寺
家
の
分
か
れ
の
室
町
家
の
こ
と

で
、
響
、
和
琴
な
ど
を
家
の
芸
と
し
て
伝
承
し
て
き
た
。
近
陳
や

文
均
の
日
記
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

表

江
戸
時
代
ま
で
の
楽
人
の
専
門

宜、左舞、右舞

盆、右舞

筆集、右舞、左舞、笛

笛、左舞

多[おおの]

長|大神[おおが](山井[やまのい])

害|豊原[とよはら](豊[ぶんの])

安倍[あべ]

狛[こま]

古 l 上[うえ]、辻[つじ]

都| 上、芝[しば]、奥[おく]

方| 濯、久保[くぽ]

目 辻、東[ひがし]

大神[おおが]

中[なか]、喜多[きた]

乾[いぬしつ、西京[にしのきょう]

井上[いのうえ]、新[しん]

王手[たまて]

ーーー長#[エC1t 'l 議議[三~5J ー|百~，石i$
天 l秦[はたJ(太秦[うずまさJ)

王l一一曹[芳男よ一一一一
寺|性 Ui~L- J
方| 東儀[とうぎ]

岡[おか]

右舞、神楽歌、笛

笛

笠

筆集

左舞

笛

筆集

空三

右舞、空

右舞、笛

右舞、笛

二
、
資
料
に
つ
い
て

本
稿
で
用
い
る
資
料
は
、

祇
園
社
に
所
蔵
さ
れ
る

「
祇
園
社
務

家
日
記
」
、
南
都
方
の
楽
人
・
辻
近
陳
が
表
し
た

「
楽
所
録
」

中

の

「
祇
園
社
臨
時
祭
之
記
」
、

天
主
寺
方
の
楽
人
・
東

お
よ
び
、

儀
文
均
が
残
し
た

「
楽
所
日
記
」

で
あ
る
。

「
祇
園
社
務
家
日
記
」

lま

一
九
九
四
年
に
京
都
の
八
坂
神
社

で
新
た
に
発
見
さ
れ
た
史
料
で

祇
園
臨
時
祭
が
再
興
さ
れ
た
元

治
二
年
(
四
月
に

に
改
元
さ
れ
た
)

一
年
間
の
社
務
記

慶
応
」

録
で
あ
る
。

皇
皐
館
大
学
の
グ
ル
ー
プ
が
翻
刻
を
行
っ
た
も
の
が

雑
誌
『
神
道
史
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
て
お
り

二
O
O
二)、

口
内
U

唱

E
4

伴

本
稿
で
は
こ
れ
を
参
照
し
た
。

辻
近
陳
(
一
八
二
五
L

一
八
八
五
)

は
、
南
都
方
、

狛
氏
の
中

の
辻
家
の
楽
人
・
辻
近
信
の
子
で
あ
る
。
こ
の
家
系
は
、
後
陽
成

天
皇
の
時
に
京
都
に
召
さ
れ
た
辻
近
弘

(
一
五
七

0
1
一
六

五
)
を
先
祖
に
持
つ
、
南
都
方
で
あ
り
な
が
ら
京
都
に
住
む

「在

京
南
都
方
」

近
陳
は
当
時
四
一
歳
、

左
舞
と
韮
を
専
門

で
あ
る
。

と
し
、
こ
の
頃
、

四
辻
家
と
の
取
り
次
ぎ
等
、
南
都
方
で
の
事
務

寸
楽
所
録
」

一
般
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。

は
狛
氏
の
中
の
辻
家

が
代
々
書
き
綴
っ
て
来
た
雑
多
な
資
料
の
総
称
で
あ
り

現
在

(
一
七
八
八
)
年
以
降

明
治
二
(
一
八
六
九
)
年
ま
で

天
明
八



の
記
録

一
O
一
冊
が
国
会
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。
内
訳

「
諸
願
書
井
雑
記
」
等
の

辻
近
徳
(
一
七
五
九

1
一
八
一
九
)
か
ら
近
陳
に
至
る
辻

家
代
々
の
日
記
、
各
楽
家
の
家
系
図
、
関
東
日
光
山
、
春
日
大

Iま

「
官
位
次
第
諸
参
状
小
折
紙
等
」

記
録
、

社
、
祇
園
社

北
野
杜
な
ど
の
祭
礼
記
録
、

「
官
位
次
第
」

政
四

1
明
治
二
年
の
楽
人
の
官
位
)

な
ど
か
ら
成
っ
て
い
る
。
本

稿
で
用
い
る
の
は
、
第
一

O
O
冊
の

「
祇
園
社
臨
時
祭
之
記
」

(
以
下

「
近
陳
記
」

と
略
す
)

0

近
陳
は
慶
応
一
元
年
度
臨

あ
る

時
祭
で
は
、
東
遊
の
舞
人
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
。

一
方
、
東
儀
文
均

八

一
1
一
八
七
三
)

は
、
在
京
・
天

王
寺
方
の
楽
人
で
あ
る
。

も
と
は
南
都
方
の
芝
葛
起

七
七
O 

ー
一
八
一
七
)

の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
幼
少
の
折
、
在
京
天

王
寺
方
本
家
の
東
儀
文
障
の
養
子
と
な
っ
た
。

文
庫
に
実
子
・
文

静
(
一
八
一
一
四

i
一
八
七
一
)
が
生
ま
れ
、
在
京
天
王
寺
方
の
分

家
・
東
儀
文
信
の
養
子
と
な
っ
た
が
、

涯
に
わ
た
り
親
し
く
交
流
し
た
。

文
静
と
は
兄
弟
同
様
に
生

文
均
は
当
時
五
五
歳
、
専
門
は

こ
の
臨
時
祭
に
は
、

勅
楽
の
演
奏
者
と
し
て
加

筆
集
で
あ
る
。

わ
っ
て
い
る
ほ
か
、

「
衣
文
方
」

と
し
て
仲
間
の
装
束
の
着
付
け

を
手
伝
っ
て
い
る
。
「
楽
所
日
記
」
は
、
文
均
が
天
保
一
五
年
か

ら
明
治
一
一
年
に
か
け
て
、
日
々
の
生
活
や
行
事
に
つ
い
て
詳
細
に

綴
っ
た
日
記
で
、

略
す
)
。

「
文
均
日
記
」
と

こ
ち
ら
も
国
会
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で

一
一
七
冊
に
の
ぼ
る

(
以
下

論
じ
る
慶
応
元
年
の
再
興
祇
園
臨
時
祭
の
様
子
は
第
一
一
二
冊
、
第

五
月
か
ら
六
月
の
記
録
に
散
見
さ
れ
る
。

冊

(安

な
お
、
楽
人
の
名
前
、

系
統
、
身
分
等
に
つ
い
て
は
、
平
出
久

雄
編
「
日
本
雅
楽
相
承
系
譜
」

平
出

一
九
五
七
)
、
『
地
下
家

で

伝
』
(
『
日
本
古
典
全
集
』
所
収
、

正
宗

一
九
三
七
/
一
九
七

辻
家
「
楽
所
録
」
第
九
五
冊
「
官
位
次
第
」
二
を
参
照
し
た
。

三
、
慶
応
元
年
再
興
臨
時
祭
の
次
第
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慶
応
元
年
の
再
興
臨
時
祭
は
六
月
一
一
一
一
日
に
行
わ
れ
た
。
臨
時

祭
の
当
日
の
次
第
概
略
は
左
の
通
で
あ
る
。

関
係
者
が
未
明
に
御
所
に
参
集
し
、
徹
夜
で
準
備
に
あ
た
る
。

明
け
方
か
ら
清
涼
殿
東
庭
で
、
天
皇
の
身
体
を
浄
め
る
儀
式
や
、

祇
園
社
で
読
み
上
げ
る
宣
命
の
文
言
を
決
定
し
、

文
書
を
使
者
に

託
す
儀
式
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

祇
園
杜
へ
は
、
宣
命
を
届
け
る
近

衛
使
や
東
遊
の
舞
人
、
陪
従
そ
の
他
の
従
者
が
壮
麗
な
行
列
を
作

り
、
御
所
か
ら
移
動
す
る
。
行
列
は
午
前
八
時
頃
に
御
所
の
建
春

門
を
出
発
し
、
御
前
一

O
時
頃
に
祇
園
社
頭
に
到
着
す
る
。
そ
の



後
、
社
頭
之
儀
を
行
う
。
社
頭
之
儀
に
は
、
神
事
と
東
遊
、
馳
馬

勅
楽
が
あ
る
。
さ
ら
に
夕
方
か
ら

(
東
遊
舞
人
が
乗
馬
)
、

宴
」
す
な
わ
ち
御
神
楽
を
行
う
。
御
神
楽
が
終
了
す
る
の
は
亥

刻
、
す
な
わ
ち
、
夜
の
一

O
時
頃
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

当
日
に
先
立
ち
、

さ
ま
ざ
ま
な
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。

次
に
、
音
楽
、
舞
に
関
わ
る
手
順
に
焦
点
を
当
て
て
、

追
っ
て
観
察
す
る
。

全
体
の
進
行
を
表
二
(
文
末
)

順
を

に
整
理
し
た

の
で
、
適
宜
参
照
し
な
が
ら
本
文
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

. 

事
前
準
備

「
祇
園
社
務
家
日
記
」

ま
ず
、

に
よ
る
と
、

左
に
示
す
ご
と
く
、

四
月
に
執
奏
家
(
武
家
惇
奏
・
広
橋
家
)

へ
、
臨
時
祭
の
再
興
を

願
い
出
て
い
る
。

四
月
叶
日
条

執

奏
家
江
臨
時
祭
再
願
書
差
出
、

左
之
通

奉
再
願
口
上
書

て
当
今
御
復
古
之
時
節
ニ
而
、

諸
社
臨
時
祭
被
為
行
候
ニ
付
、

当
社
之
儀
も
臨
時
祭
御
再
興
之
儀
、
先
達
而
奉
願
上
置
候

儀
ニ
御
座
候
。
然
ル
処
、
最
早
六
月
例
祭
ニ
も
近
寄
、
且
者
、

過
日
不
存
寄
境
内
町
と
も
焼
失
仕
、

神
慮
之
程
も
如
何
哉

神

と
奉
恐
入
存
候
。

殊
ニ
土
地
も
自
然
と
淋
敷
趣
芳
、

何
卒

早
と
、
右
願
候
通
、
被
為

以
上
。

仰
付
被
下
候
様
、
御
取
斗
之
程
、

偏
宜
奉
願
上
候

慶
応
一
五
年
丑
四
月

祇
園
社
務
執

法
害
時
院

速
水
修
理
亮
殿

河
端
右
馬
権
助
殿

「
当
今
御
復
古
之
時
節
ニ
雨
、
諸
社

臨
時
祭
被
為
行
候
」
、
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
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当
今
は
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
で

臨
時
祭
が
復
古
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
部
分
で
、
こ
れ
は
、

文
化

O 

(
一
八
二
二
)
年
の
石
清
水
八
幡
臨
時
祭
、
賀
茂
臨
時
祭
の

文
久
四
H

元
治
元
(
一
八
六
四
)
年
一

祭
再
興
な
ど
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
復
古

再
興
、

一
月
の
北
野
臨
時

の
動
き
に
乗
じ
て
祇
園
社
で
も
臨
時
祭
を
復
活
し
た
い
、

と
い
ト
フ

願
望
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
先
達
而
奉
願
上
置
候
」

と
あ
る
の
で
、

す
で
に
以
前
に
申
し
入
れ
を
し
て
お
り
、

重
ね
て
の
要
請
で
あ
る

と
と
れ
る
。

「
過
日
不
存
寄
境
内
町
己
も
焼
失
仕
」

と
い
う
く
だ

蛤
御
門
の
変
で
京

都
市
中
の
広
範
囲
が
焼
亡
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ

り
は
、
前
年
、

元
治
元
(
一
八
六
四
)
年
の
、



る

こ
の
願
に
対
し
て
、
執
奏
家
か
ら
の
返
事
が
来
た
の
は
五
月
廿

一
一
日
で
、
六
月
廿
一
一
日
の
卯
刻
に
開
始
す
る
よ
う
に
、

と
の

定
」
が
通
達
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、

祇
園
社
は
、

五
月
二
八
日

に
祇
園
社
南
側
の
石
鳥
居
と
西
門
に

「
来
六
月
廿
二
日

勅
祭

の
札
を
建
て
、
広
く
市
中
に
再
興
を
告
知
し
、

種
々
の
準
備
を
朝
廷
、
幕
府
と
相
談
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
。

臨
時
祭
御
再
興
」

さ
て
、
楽
人
へ
の
再
興
臨
時
祭
へ
の
参
勤
要
請
は
、
楽
奉
行
の

四
辻
殿
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。
近
陳
記
、

四
辻
殿
か
ら
の
お
達
し
と
し
て

五
月
廿
八
日
条
に
は
、

付
舞
人
六
人
参
勤
。
惣
而

「
祇
園
社
臨
時
祭
御
再
興
被
仰

北
野
臨
時
祭
順
例
。
陪
従
、
信
、
箪

一
月
に
再
興
さ
れ
た
北
野

築
ハ
今
年
ハ
京
方
」

と
あ
り
、
前
年
一

天
満
宮
の
臨
時
祭
と
同
様
の
東
遊
の
舞
人
六
人
を
用
意
す
る
よ

ぅ
、
仰
せ
付
け
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
嘗
年
御
再
興
ニ
付
上
臆
ヨ
リ
参
勤
」

と
記
し
て
あ
り
、
舞
人
は
、
比
較
的
臆
次
の
高
い
者
か
ら
選
ば
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
果
と
し
て
、
五
月
廿
九
日
条
に
は
、

さ
ら
に

そ
の
後
に
、

左
の
よ
う
な
交
名
(
名
簿
)
が
四
辻
殿
に
提
出
さ
れ
た
旨
が
記
さ

れ
て
い
る
。
日
記
に
は
官
位
と
名
前
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の

)
内
に
、
家
と
年
齢
(
数
え
)
を
補
っ
た
。

で

舞
人正

五
位
下
右
近
衛
将
監
近
陳
(
辻
、
在
京
、

正
五
位
下
左
近
衛
将
監
行
業
(
辻
、
在
京
、

正
五
位
下
右
近
衛
将
監
葛
忠
(
芝
、
在
南
、

従
五
位
下
右
近
衛
将
監
高
範
(
辻
、
在
京
、

従
五
位
下
左
近
衛
将
監
高
節
(
辻
、
在
京
、

従
五
位
下
右
近
衛
将
監
近
頭
(
濯
、
在
京
、

寸治

四
一
歳
)

四
一
歳
)

五
四
歳
)

二
九
歳
)

二
五
牛
耳
刷
)

二
一
歳
)

全
員
、
南
都
方
の
狛
氏
で
あ
る
が
、
在
京
の
者
と
在
南
の
者
が
い

る
。
狛
氏
は
、
内
裏
等
の
行
事
に
奉
仕
す
る
時
は
主
に
左
舞
、
東

遊
等
を
担
っ
た
。
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で
あ
る
。

ま
た
、
舞
を
伴
奏
す
る
演
奏
者
H

陪
従
の
顔
ぶ
れ
は
左
の
通
り

陪
従笛

従
四
位
下

従
四
位
下

筆
築

歌

従
四
位
下

正
六
位
下

和
琴

御
琴
持
正
五
位
下

伊
予
守

修
理
権
亮

季
資
(
安
倍

景
典
(
大
神
、

五
三
牛
耳
刷

摂
津
守

忠
害
(
多

左
近
衛
将
曹

左
近
衛
将
監

久
随
(
多
、

節
文
(
多
、

五
五
歳
)

四
八
歳

一
六
品
蔵

四

O
歳
)



御
琴
持
正
五
位
下

従
五
位
上

右
近
衛
将
監

久
映

(
多
、
コ
一
九
歳
)

左
近
衛
将
曹

人
長

忠
功
(
多
、

二
四
歳
)

に
「
陪
従
、
笛
、
筆
集
ハ
今
年
ハ
京
方
」
と
あ
り
、

全
員
京
都
方
で
あ
る
四
o

多
家
は
、
御
神
楽
の
神
楽
歌
、
和
琴
、

「
近
陳
記
」

人
長
、

右
舞
、

安
借
家
は
筆
集
(
場
合
に
よ
っ
て
は
人
長
も
)
、

大
神
家
は
笛
を
家
の
伝
統
と
し
て
伝
え
て
来
た
。

「
文
均
日
記
」

に
は
こ
の
ほ
か
、

別
勅
、
殿
上
の
陪
従
と
し
て
、
高
野
保
建
、
綾

小
路
有
良
の
名
前
が
見
え
る
。
両
者
と
も
、
藤
原
北
家
中
御
門
流

の
持
明
院
家
か
ら
分
か
れ
た
家
柄
で
、
神
楽
歌
、
催
馬
楽
等
の
部

曲
を
伝
承
す
る
。

一
方
、

「
文
均
日
記
」

に
よ
る
と
、
勅
楽
演
奏
の
相
談
が
文
均

に
来
た
の
は
閏
五
月
九
日
の
書
状
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
書
状
の
差

出
人
は
、
す
で
に
陪
従
と
し
て
の
参
加
が
決
ま
っ
て
い
る
京
都
方

の
安
倍
季
資
(
一
八
二
一
一

1
一
八
六
八
)

と
大
神
景
典
(
一
八
一

一
1
一
八
六
七
)

で
、
宛
先
は
天
王
寺
方
の
近
江
守
(
東
儀
文

均
)
と
南
都
方
の
備
中
守
(
濯
光
張
)

と
な
っ
て
い
る
。
勅
楽
は

後
述
す
る
よ
う
に
、

実
際
の
人
数
は
も
っ
と
多
い
が
、
こ
の
時
点

三
一
一
方
九
人
、

方
ミ
一
二
人
宛
」

の
人
数
が
想
定
さ
れ
て
い

で
は
、

た
。
文
均
は
、
自
分
と
岡
昌
長
、
東
儀
文
静
の
三
名
が
天
王
寺
方

か
ら
参
勤
す
る
こ
と
を
山
井
景
典
に
申
し
入
れ
て
い
る
。

大」
h
り
H
L

「
文
均
日
記
」

四
辻
殿
か
ら
の
お
達
し

に
よ
る
と
、

を
受
け
た
多
忠
惟
(
美
作
守
)

と
淫
光
張
(
備
中
守
)
が
六
月
四

日
に
文
均
の
も
と
を
訪
れ
、
勅
楽
の
た
め
の
楽
器
等
の
官
庫
か
ら

の
出
納

(
借
り
出
し
と
返
却
)

四
辻
殿

の
日
程
を
合
議
で
決
め
、

に
言
上
し
て
い
る
。
こ
の
楽
器
の
借
り
主
は
正
式
に
は
楽
人
で
は

な
く
祇
園
社
で
あ
る
た
め
、
同
日
の
「
祇
園
社
務
家
日
記
」
に

は
、
祇
園
社
か
ら
執
奏
家
(
広
橋
殿
)
に
官
位
申
請
の
使
い
の
者
五

「
来
る
六
月
十
七
日
に
楽
器
所
か
ら
楽
器
を

が
参
上
し
た
折
に
、

貸
し
出
す
の
で
、
受
取
書
と
人
足
六
人
を
連
れ
て
来
る
よ
う
に
」

と
の
お
達
し
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
六
o
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続
い
て

「
近
陳
記
」

の
六
月
十
七
日
条
に
よ
る
と
、

こ
の
日

iま

「
装
束
出
」

の
日
で

近
陳
は
辰
刻
(
午
前
八
時
頃
)

に
官
庫

に
出
勤
し
て
い
る
。
舞
な
ど
の
特
別
な
装
束
は
官
庫
で
ま
と
め
て

保
有
し
て
お
り
、
行
事
の
都
度
、
楽
人
、
舞
人
は
官
庫
か
ら
借
り

出
し
、
行
事
で
着
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
儀
式
が
終
つ

か
な
ら
ず
官
庫
に
「
装
束
納
」
、

た
数
日
後
に
は
、

つ
ま
り
返
却

を
し
て
い
る
。

近
陳
は
、
舞
人
代
表
と
し
て
六
着
借
り
受
け
、
舞

人
に
分
配
し
て
い
る
。

一
方
、

「
文
均
日
記

も

こ
の
目
、
東
遊
の
舞
人
、
陪
従
、



御
神
楽
の
召
人

(
演
奏
者
)
、
勅
楽
の
楽
人
ら
が
官
庫
に
出
勤
し

た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
均
は
こ
の
と
き
勅
楽
、
す
な
わ

一
鼓
、

鉦
鼓
、
荷

ち
、
唐
楽
、
高
麗
楽
の
演
奏
が
担
当
な
の
で
、

太
鼓
な
ど
の
楽
器
を
官
庫
か
ら
取
り
出
し
、
四
辻
家
の
諸
大
夫
八

な
お
、
八
田
氏
は
そ
の
場
で
、
執
奏
御
使

実
際
に
は
紙
園
社
か
ら
の

田
氏
に
渡
し
て
い
る
。

(
「
祇
園
社
務
家
日
記
」

に
よ
れ
ば
、

使
者
・
上
回
遠
江
介
)
に
預
け
て
い
る
。
上
回
は
、
こ
れ
を
遡
る

六
月
四
日
に
執
奏
家
か
ら
指
示
さ
れ
た
通
り
、
十
七
日
に
人
足
六

人
を
連
れ
、
油
単
紙
二
枚
と
大
風
目
敷
一
枚
を
持
参
し
、
楽
器
を

受
け
取
っ
て
い
る
。

翌
、
六
月
十
八
日
は

「
近
陳
記
」

に
よ
る
と
、
午
後

近
陳

宅
で
東
遊
の
舞
の
練
習
が
行
わ
れ
た
。

方

「
文
均
日
記
」

よ
る
と
、
大
神
景
典
宅
で
は
、
午
前
中
に
勅
楽
と
献
僕
、
撤
僕
時

の
奏
楽
の
練
習
が
行
わ
れ
た
。

勅
楽
と
献
僕

撤
僕
の
奉
仕
者

lま

「
文
均
日
記

に
よ
れ
ば

音
頭
則
賢
宿
禰

一
鼓
文
均
宿
禰

忠
誠
朝
臣

右
音
頭
文
静

左
音
頭
光
張

左
音
頭
真
節

忠
克

太
鼓
昌
長季

節

忠
古

鉦
鼓
季
員

久
康

右
音
頭
長
順

慶
継

景
典

贋
H宇

楽
頭

季
資

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
楽
器
別
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

七コ

る

c

楽
頭

大
神
景
典
(
京
)
、
安
倍
季
資
(
古
川
)

生

音
頭
一
辻
則
賢
(
南
)
、
薗
慶
継
(
天
)
、
林
慶
併
(
天
)

左
方
音
頭
一
窪
光
張
(
南
)
、
右
方
音
頭
一
束
儀
文
静

箪
築

笛

(
天
)
、
多
久
康
(
京
)
、
安
倍
季
節
(
京
)

左
方
音
頭
一
上
真
節
(
南
)
、
右
方
音
頭
一
大
神
景
順

(
京
)
、
多
忠
克
(
古
川
)
、
多
忠
古
(
京
)

鼓
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東
儀
文
均

(
天
)
、
多
忠
誠
(
京
)

太
鼓

岡
昌
長
(
天
)

鉦
鼓

安
倍
季
員
(
京
)

六
月
十
九
日
は
、

近
陳
、

文
均
と
も
に
か
な
り
忙
し
い
。
ま

に
四
辻
殿
へ
、
祭
礼
当
日

ず
、
近
陳
は
、
寅
刻
(
午
前
四
時
頃
)

に
引
き
回
す
馬
(
六
頭
)
を
借
り
に
行
き
、
そ
の
足
で
各
舞
人
宅

に
届
け
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、
卯
刻
(
六
時
頃
)
に
自
宅
を
出

て
、
祇
園
社
東
梅
坊
に
行
っ
て
い
る
。
舞
人
、
陪
従
、
都
合
十
三

人
が
そ
ろ
い
、

つ
ま
り
、
会
場
の
下
見
を
し
て
い
る
。

「
内
見
」

内
見
に
行
っ
た
の
は
文
均
も
同
様
で
卯
刻
(
六
時
頃
)
、
多
忠
克



を
誘
っ
て
祇
園
社
に
向
か
っ
た
。
勅
楽
担
当
者
の
う
ち
、
辻
則

賢
、
東
儀
文
均
、
多
忠
克
、
大
神
景
順
、
安
倍
季
員
、
林
康
併
の

か
ら
巳
刻
(
一

O
時
頃
)
ま

六
名
が
出
勤
し
、

辰
刻
(
八
時
頃
)

祇
園
社
か
ら
菓
子

(
水
仙
綜
)
が

で
内
見
を
し
た
。
内
見
後
、

五
個
配
ら
れ
、
六
人
で
山
分
け
し
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ぉ、

「
祇
園
社
務
家
日
記
」

(
六
月
十
九
日
条
)

に
よ
る
と
、
参

勤
者
の
当
日
の
控
え
室
・
休
息
所
は
、
左
の
通
り
に
な
っ
て
い

る
。
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
、
神
仏
習
合
時
代
の
多
数
の
塔
頭
、

子
院
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

惇
奏

奉
行

イ雀

法
書
院

舞
人

陪
従

人
長

琴
持

東
梅
坊

曲
所

本
願

勅
使

別
勅
陪
従

召
人

勅
楽
二
人

宝
光
院

諸
司

竹
坊

列
奉
行

同
下
役

新
坊

「
近
陳
記
」
に
よ
る
と
、
六
月
二
十
日
は
舞
人
、
陪
従
一
同
が

朝
飯
後
、
綾
小
路
家
に
参
上
し
、
東
遊
の
拍
子
合
わ
せ
、

り
、
歌
・
楽
器
・
舞
の
総
合
稽
古
が
行
わ
れ
た
。

つ
ま

以
上
が
、
臨
時
祭
前
に
行
わ
れ
た
、
音
楽
、
舞
に
関
連
す
る
重

要
な
準
備
作
業
で
あ
る
。

. 
-

祇
園
臨
時
祭
当
日

な

(
一
)
内
裏
の
儀
式

当
日
、

近
陳
は
東
遊
の
舞
人
、

文
均
は
勅
楽
の
演
奏
者
と
し
て

ま
ず
、
近
陳

勤
仕
し
た
た
め
、

二
人
の
行
動
は
か
な
り
異
な
る
。

は
、
寅
刻
(
午
前
四
時
頃
)
に
、
承
明
門
(
内
裏
、
南
庭
の
南

門
)
か
ら
進
入
し
、
承
明
円
か
ら
続
く
西
の
廻
廊
へ
参
集
し
、
出

席
届
け
を
出
し
た
後
、
非
蔵
人
口
へ
移
動
す
る
。
往
時
の
臨
時
祭
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で
は
、
使
、
舞
人
、
陪
従
ら
に
、

右
近
の
陣
(
校
書
殿
H

弓
場

殿
、
弓
場
代
)

で
膳
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
が
、
今
次
は
省
略
さ
れ
て

いマ
Q

。
一
方
、

文
均
は
丑
刻
に
起
き
て
、
陪
従
と
し
て
参
加
す
る

安
倍
季
資
の
装
束
着
付
け
を
手
伝
い
に
行
き
、
さ
ら
に
山
井
景
典

宅
へ
も
着
付
け
を
手
伝
い
に
行
っ
て
い
る
。

所
定
の
時
刻
(
「
祇
園
社
家
日
記

で
は
卯
半
刻
)

に
、
天
皇

が
黄
櫨
砲
で
清
涼
殿
の
広
廟
に
出
御
に
な
り
、
官
主
(
宮
廷
の
神

事
を
掌
る
職
員
)
が
長
橋
(
紫
寝
殿
と
清
涼
殿
を
つ
な
ぐ
渡
り
廊

下
)
か
ら
蔵
人
を
通
し
て
天
皇
に
大
麻
を
献
じ
、

天
皇
が
こ
れ
で

体
を
撫
で
、

息
を
吹
き
か
け
て
、
汚
れ
を
は
ら
う
。
勅
使
も
、
宮



主
か
ら
誠
い
を
受
け

退
出
す
る
。
こ
の
と
き
、
仙
華
門
(
長
橋

の
南
下
)
付
近
の
陪
従
が
、
物
音
を
発
す
る

(
東
遊
の
一
部
を
歌

う
)
。
舞
人
、
陪
従
は
こ
の
後
、
南
庭
の
西
に
建
つ
弓
場
代
に
移

動
す
る
。
清
涼
殿
で
は
引
き
続
き
、
勅
使
が
奉
幣
を
捧
げ
、

天
皇

が
巽
、
す
な
わ
ち
南
東
の
祇
園
社
の
方
向
に
拝
礼
を
す
る
。
天
皇

内
記
、
職
事
ら
が
、
天
皇
の
宣
命

が
入
御
に
な
っ
た
後
、
蔵
人
、

の
草
案
を
清
書
す
る
な
ど
す
る
。
次
に
勅
使
以
下
一
同
は
、
南
庭

を
経
て
、
東
側
の
日
華
円
、
敷
政
門
を
出
て
、
内
裏
の
中
の
所
定

堺
町
御
門
か
ら
市
中
に
出
て
、
祇
園
社
に
向

の
ル

l
ト
を
廻
り
、

か
λ
ノ
。

(
二
)
行
列

内
裏
か
ら
社
頭
へ
は
、
勅
使
、
舞
人
、
陪
従
ら
が
華
や
か
な
行

列
を
作
っ
て
歩
い
て
ゆ
く
。
慶
応
元
年
六
月
廿
二
日
は
、
あ
い
に

「
時
々
強
雨
、
或
晴
」
、

く
の
雨
で

(
「
文
均
日
記
」
で
は

紙

園
社
務
家
日
記
」
で
は

つ
ら
い
天
候
で
あ
っ
た
。
舞
人
、
陪
従
ら
は
、
白
丁
、
雑
色
な
ど

「
終
日
強
雨
之
事
」
)
、
行
列
に
は
少
々

を
従
え
た
騎
馬
で
あ
っ
た

(
図
一
)
。

者従匡
吋

時
何庶制

範
主
主
同

士半官捗ほ靖
叫

p
mn-作

H

お
判
生田」戸

出
宣
問

主辻

行列の構成

声
爪
傘
医

丁

丁

内

H

{

門

岡

同

問

同
色

色

体

雑

図一

[行列先頭]
退紅 寄部湾fiitI荷判官騎宅

先梯和琴舞人 近頭 童
井I苦 合人

4泌ぷι」込山 込進行方向

空ぷ立子衛特署t 島全P 従者

葛忠

向上同

i<i色 『同問ム_$昔、千存亡 騎i 従吉 正右立千世将客t 薪馬従者 告人 山弁伊背 J 民有馬

行業 近陳 陪従景典朝臣童
同と 同上 }1色 医同岡上

従者 舎人多左肝街l浮世野安馬唯角 田 UJ 同

多久随童 傘
棺角 南 μ丁同

多摂f主ぞ 騎馬

忠書朝臣
1i.f者百倍修用桔芥 騎馬

季資朝臣傘
同同 μl

同上

4>.人多ヌ三五将監 薪，t雑色 司同 U丁同

御琴持節文 傘
雑色 司同 H丁同

特色 同百 w了間

傘
雑色 同官 同了間

【行列末尾】

古人多右iLJ:桶将監 騎町

人長 忠功 童
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同同山下 同



社
頭
へ
の
ル

l
ト
は
、
内
裏
東
の
建
春
門
か
ら
南
門

(
建
礼

門
)
の
前
を
通
り
、
新
在
家
を
南
下
、

西
院
参
町
を
東
行
、
桜
町

を
南
下
と
、
内
裏
の
公
家
屋
敷
町
を
廻
り
、
堺
町
御
門
か
ら
市
中

へ
出
た
j

(

図
二
)
。
堺
町
御
門
を
出
た
一
行
は
、
堺
町
通
を
三

条
ま
で
南
下
、
三
条
通
を
東
へ
進
み
、
三
条
大
橋
を
渡
っ
た
と
こ

四
条
通
を
東
進
、
祇
園
社
西

ろ
で
川
沿
い
の
縄
手
通
を
南
下
し
、

楼
門
で
南
に
折
れ

(
八
軒
町
)
、

神
幸
路
で
左
折
・
東
進
し
、
紙

園
社
南
の
正
門
、

石
鳥
居
に
至
る

早
足
で
歩
け
ば
一

(
図
三
)
。

務
家
日
記
」

時
間
程
度
の
距
離
だ
が
、
二
時
間
程
度
か
け
て
歩
い
て
い
る
。

に
は
、
行
列
の
各
所
通
過
時
刻
の
目
安
が
書
か
れ
て

い
る
。

頭
着
」

番
四
番

五
番

「
文
均
日
記
」

巳
剤
社

で
も
、
行
列
は

「
辰
刻
下
進
発
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。

番

御
所
御
式
始
り
、

卯
半
刻
九
(
午
前
六
時
)

注
連

同

御
式
済

同

同
下
刻

(
午
前
六
時
半
)

番

御
列
堺
町
御
門
御
出

同

辰
之
刻

(
午
前
七
時
頃
)

同

コ
一
条
寺
町

同

辰
半
刻
前
(
午
前
八
時
前
)

同

縄
手
三
条

同
刻

(
午
前
八
時
頃
)

同

図

御
所
内
行
列
ル

l
ト

ネ士
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イ犬見宮

仁二コ町軍が入り込んだ地域

( r再刻 問裏図』王保8=1837をもとに咋成)

E二コ公室屋敷 (一部吉武軍) 量量量皇族



図

堺町御門から祇園社までのルート
市
中
行
列
/レ

ト

賀

茂

三条

大橋

J!I 

寺

町

通

三条通

今出川通

堺
町
通

鳥

丸

通

(
三
)
社
頭
之
儀

内
裏
で
天
皇
と
臣
下
ら
が
一
連
の
儀
式
を
執
り
行
っ
て
い
た

頃
、
祇
園
社
で
も
行
事
が
始
ま
っ
て
い
る
。

よ
る
ル
」
、

「
社
務
家
日
記
」

当
日
卯
刻
に
、

執
奏
と
の
取
次
役
、

神
鎮
楽
人

人
)
等
、
各
役
の
者
が
社
頭
に
出
勤
、
卯
上
刻
に
、
社
頭
で
も
儀

式
が
始
ま
り
、
奏
楽
の
伴
奏
に
よ
っ
て
、
神
僕
が
供
え
ら
れ
た
。

こ
の
時
の
奏
楽
は
、
多
忠
誠
、
岡
昌

長
、
上
真
節
、
東
儀
文
静
、
多
久
康
、
安
倍
季
節
、
多
忠
古
、
薗

「
文
均
日
記
」

に
よ
る
と
、

慶
継
の
八
名
で
あ
っ
た
。

文
均
自
身
は
辰
魁
(
八
時
頃
)

に
社
頭

下
陣
、

宝
光
院
へ
出
勤
し
て
い
る
。

巳
刻
(
一

O
時
)

頃
、
内
裏
か
ら
の
行
列
が
到
着
し
、
南
鳥
居

石
鳥
居
の
内
に
東
西
二
列
に
列
立

一
O

し
(
図
四
)
、
順
次
、
南
中
門
の
中
に
参
進
し
て
行
く
。
天
皇

か
ら
の
官
幣
の
入
っ
た
植
は
、
北
庭
中
央
の
舞
殿
上
に
置
か
れ

る
。
た
だ
し
、
和
琴
や
馬
を
引
い
て
い
る
舞
人
は
中
門
の
外
で
待

の
外
で
皆
下
馬
す
る
。

ま
ず
、

機
す
る
(
図
五
)
。
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次
に
、
陪
従
、

舞
殿
の
巽
(
南
東
)

人
長
ら
も
中
門
内
に
入
り
、

の
庭
に
立
ち
並
ぶ
。
次
に
、
橿
か
ら
取
り
出

さ
れ
た
御
幣
と
天
皇
の
宣
命
が
洞
官
に
手
渡
さ
れ
、

神
殿
に
供
え

ら
れ
る

(
図
六
)
。

次
に
、

馬
を
率
い
た
舞
人
が
中
門
内
に
参
入

を
伴
奏
に
、
本
殿
前
の
庭
を

し
、
東
遊
の

〈
一
歌
〉
と一

。
次
に
、
舞
人
は
毎
殿
南
西
の
庭
上
に

〈
二
歌
〉

三
回
廻
る

(
図
七
)

東
上
北
面
、
陪
従
は
南
東
の
庭
上
に
北
上
西
面
に
列
立
し
、
舞
人

は
順
次
舞
殿
に
上
が
っ
て
、
〈
駿
河
舞
〉
と
〈
求
子
舞
〉
を
舞
う

八

(
図
八
)
。

東
遊
が
終
わ
る
と
、
南
門
外
の
馬
場
で
、
舞
人
が
さ
き
ほ
ど
の

馬
に
乗
馬
し
、
走
ら
せ
る
儀
式
が
あ
る
。

「
至
南
向
北

令
馳
御



馬
」
と
あ
る
の
で

お
そ
ら
く
、

石
鳥
居
前
の
下
河
原
通
を
南
下

し
た
と
こ
ろ
を
出
発
点
に
し
、
鳥
居
前
ま
で
馬
を
走
ら
せ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
馳
馬
の
後
は
休
憩
と
な
り
、
銘
々
割
り
当
て
ら
れ

休
憩
後
、

勅
楽
と
し
て

た
場
所
で
し
ば
し
休
息
を
と
っ
た
。

〈
寓
歳
楽
〉

〈
延
喜
楽
〉

久
〉
の
四
曲
が
演
奏
さ
れ
た
。
唐
楽
と
高
麗
楽
か
ら
祝
儀
の
演
目

が
二
曲
ず
つ
選
ば
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
場
所
は
示
さ
れ
て
い
な

い
が
、
勅
楽
は
、
本
殿
前
の
庭
上
の
い
ず
れ
か
の
場
所
で
立
奏
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
一
一
一
。
「
文
均
日
記
」
に
よ
る
と
、
勅
楽
は

未
刻

(
一
四
時
頃
)

し
、
申
刻
頃
に
帰
宅
し
て
い
る
。

に
終
了
し
、

そ
の
後
文
均
は
早
々
と
退
出

図
四

社
頭
の

亡ユ---------函宇
中FL』戸列

使、剛、人rTO_o...岬閥 、嗣見 曹人立
鳥居

~コ
I (==l I 

〈
賀
殿
〉

地

図
五

社
頭
の
儀
・
参
進

I l~ ~~ I 

届
・和琴

育覆丙

苦言

図
六

御
幣
、
宣
命

持一回

早団胤
晶

図
八

東
遊
・
舞

I ~ M1 I 

[J出

文
均
が
家
に
着
い
た
頃
、

中5

図
七

育覆門

官喜

己二コ
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青葉門

官事

祇
園
社
で
は
、

庭
燦
が
焚
か
れ
、
御

神
楽
の
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
た
。
御
神
楽
は
、
神
前
の
庭
上

に
、
神
殿
に
向
か
っ
て
左
側
に
本
方
、
右
側
に
末
方
の
三
方
の
座

を
向
か
い
合
わ
せ
に
設
営
し
、
本
と
末
が
交
互
に
十
数
曲
の
神
楽



歌
を
歌
っ
て
い
く
芸
能
で
あ
る
。
伴
奏
に
は
、
神
楽
笛
、
隼
策
、

全
体
の
進
行
を
掌
る
役

和
琴
、

勿
拍
子
を
用
い
る
。

人
長
は
、

〈

早

韓

神

〉

と

の

時

に

舞

を

舞

う

。

に
よ
る
と
、
多
久
顕
、
多
忠
惟
、
多
忠
以
、
多
忠
愛
、

〈
其
駒
〉

「
文
均
日
記
」

で、

東
儀
(
安

山
井
基
量
ら
が
地
下
召
人
と
し
て
奉
仕
し
、

倍
)
季
照
、

人
長
は

多
忠
功
で
あ
っ
た
。

「
近
陳
記
」

に
は
御
神
楽
の
曲
目
に
関
す
る
語
と
し
て
、

A
口」

「
庭
燦
」

「
神
宴
」

「
昼
曲
」

「
其
駒
」

な
ど
が
見
え
る
。
御

神
楽
は
、
現
在
で
も
宮
中
と
特
定
の
神
社
だ
け
で
行
わ
れ
て
い
る

カヨ

い
ず
れ
も
非
公
開
で
、
細
か
い
手
順
等
は
不
明
な
点
が
多

ぃ
。
蒲
生
美
津
子
の
報
告
に
よ
る
と
、
御
神
楽
で
は
、

ま
ず
、
導

入
部
分
と
し
て
、
掃
部
寮
が
戟
(
ひ
ざ
っ
き
)

と
い
う
わ
ら
で
編

ん
だ
丸
い
敷
物
を
置
き
、

人
長
が
進
み
出
て
そ
れ
を
蹴
っ
て
本
方

に
立
ち
、
笛
の
者
を
召
す
。
笛
奏
者
は
、
戟
ま
で
進
み
出
て
〈
庭

本
方
の
座
に
着
く
。
次
に
、
人
長
が
戟
を
蹴

燦
〉
を
独
奏
し
、

り
、
今
度
は
末
方
に
立
っ
て
、
筆
集
奏
者
を
召
す
。
筆
集
は
、

様
に
献
の
と
こ
ろ
で

〈
庭
燦
〉

を
独
奏
し

末
方
の
座
に
着
く
。

和
琴
も
同
様
に
〈
庭
燦
〉

を
独
奏
す
る
。
と
の
後
、
笛
と
筆
集
に

〈
縫
合
〉
が
演
奏
さ
れ
、

一
九
八
九
)
。

〈
庭
燦
〉

の
歌
が
あ
る

よ
る

大
」
作
り
H
い、

(
蒲
生

「
近
陳
記
」

の

「
次
人
長
召
笛
、
筆
築
、

和
琴
等
。
託
、
着
本
末
座
。
有
縫
合
。
歌
人
唱
庭
火
。
詑
、
着
本

末
座
。
」

「
庭
燦
」

の
部
分
の
一
連
の
進
行
を

と
い
う
記
述
は
、

示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
い
ば

「
催
馬

経

戦
が
撤
収
さ
れ
た
後
、
御
神
楽
で
は
通
常
「
採
物
」

ら
ぷ
り

楽
曲
」
と
呼
ば
れ
る
中
心
部
分
に
入
る
。
前
者
に
は

神
〉
、
後
者
に
は
〈
薦
枕
〉
〈
篠
波
〉
〈
千
歳
〉

一一一一

ま
れ
る
。
こ
れ
ら
個
別
の
曲
名
の
表
記
は

こ
ま

と〈榊〉

韓

〈
早
歌
〉
等
が
含

「
近
陳
記
」

と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
が
、

神
楽
が
申
刻
か
ら
始
ま
り
、
最
後
の
撤
畿
が
亥
刻
頃
で
あ
る
こ
と

見
ら
れ
ず
、

「
神
宴
」

こ
の
日
の
御

を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
曲
が
省
略
せ
ず
に
演
じ
ら
れ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。

と
呼
ば
れ
る
部
分
が

「
催
馬
楽
曲
」

の
あ
と
は

「星」

続
き
、
こ
こ
に
は
〈
吉
々
利
々
〉

な
ど
が
含
ま
れ
る
。

〈
得
銭
子
〉
〈
木
綿
作
〉

〈
朝
倉
〉

と
同
様
に
、

「
近
陳
記
」

〈
其
駒
〉

「
神
宴
」

で
は
単
に

「
昼
曲
」

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
実
際
は
星
の

諸
曲
が
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
其
駒
〉

は
御
神
楽

同

の
最
後
の
曲
で
あ
る
。

御
神
楽
の
後
、
供
え
た
神
僕
を
撤
収
す
る
。
こ
の
と
き
、
奏
楽

が
あ
る
。

「
文
均
日
記
」

光
張
、

に
よ
れ
ば
、

撤
僕
の
奏
楽
は

景
順
、
季
員
、
直
属
併
の
み
が
出
勤
し
、
真
節
、
季
節
、
忠
古
、
康

継
は
不
参
で
あ
っ
た
。



未
明
か
ら
始
ま
っ
た
祇
園
臨
時
祭
は
、

あ
っ
た
が
、

あ
い
に
く
の
天
候
で

か
く
し
て
、
亥
刻
頃
、
無
事
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

園
、
近
陳
記
と
文
均
日
記
の
内
容
の
遣
い

さ
て
、
表
二
に
示
し
た
通
り
、

近
陳
と
文
均
の
記
述
内
容
は
、

重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

「
近
陳
記
」

は
、
祇
園
臨
時
祭
に
関
わ
る
記
録
を
ま
と
め
た
も
の

方

均
日
記
は
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
こ
と
を
記
録
す
る
日
記
、

い
う
資
料
の
根
本
的
な
性
質
の
違
い
も
あ
る
が
、

両
者
の
記
述
内

容
が
異
な
る
の
は
、

基
本
的
に
は
、
各
々
が
、
自
ら
が
参
加
す
る

儀
式
の
部
分
に
つ
い
て
重
点
的
に
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

内
裏
、
清
涼
殿
の
儀
式
、
内
裏
か
ら
祇
園
杜
ま
で
の

華
や
か
な
行
列
の
次
第
、
祇
園
社
頭
で
の
東
遊
の
隊
列
、
各
役
人

た
と
え
ば
、

の
位
置
の
記
述
な
ど
は
、
舞
人
と
し
て
こ
れ
ら
の
部
分
に
参
加
し

て
い
る
近
陳
の
記
録
に
は
詳
し
い
が
、
文
均
日
記
に
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
逆
に
、
献
候
、
撤
僕
時
の
奏
楽
に
つ
い
て
は
、
勅
楽
の

奏
楽
を
担
当
し
て
い
る
文
均
の
日
記
に
は
楽
人
名
ま
で
細
か
く
記

に
は
な
い
。
自
分
が
直
接
的
に
関

わ
る
部
分
に
強
い
関
心
を
払
い
、
記
録
に
残
す
こ
と
の
背
景
に

は
、
こ
の
よ
う
な
役
柄
分
担
が
家
と
結
び
つ
き
、
子
孫
に
伝
承
を

さ
れ
て
い
る
が
、

「
近
陳
記
」

残
す
こ
と
が
家
の
存
続
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

他
家
の
領
域
を
み
だ
り
に
侵
害
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
祇
園
臨
時
祭
に
お
け
る
近
陳
と
文
均
の
立

の
こ
と
は
同
時
に
、

場
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
辻
家
は
、
南
都
狛
氏
の
一
流
で
、
南
都

上
、
辻
、
芝
、
淫
(
久
保
)
、
東
な
ど
の
諸
家
が
楽
器
や

で
は
、

文

舞
を
分
担
し
て
、
春
日
大
杜
や
興
福
寺
な
ど
の
行
事
に
勤
仕
す
る

と

一
方
、
平
安
時
代
か
ら
舞
を
も
っ
て
宮
廷
の
諸
行
事
に
も
奉
仕
し

て
き
た
。

辻
家
は
、
前
述
し
た
通
り
、
応
仁
の
乱
で
崩
壊
し
た
京

都
の
楽
壇
を
立
て
直
す
た
め
に
後
陽
成
天
皇
の
時
に
京
都
に
召
さ
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れ
た
辻
近
弘
を
先
祖
に
持
ち
、

あ
る
。

以
来
京
都
に
住
ん
で
来
た
一
族
で

近
陳
ら
南
都
の
舞
人
が
勤
め
る
東
遊
一
四
は
、
神
社
の
社

頭
で
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
と
し
て
、
古
来
よ
り
重
要
な
役
割
を
は
た

し
て
来
た
演
目
で
あ
る
。
加
え
て
、
祇
園
臨
時
祭
の
場
合
、
舞
人

は
御
所
か
ら
祇
園
杜
ま
で
の
天
皇
の
使
者
の
騎
馬
行
列
の
重
要
な

構
成
要
素
を
成
し
て
い
る
。
幕
末
の
復
興
臨
時
祭
と
い
う
脈
絡
で

考
え
る
と
、
こ
の
行
列
は
、
復
興
し
た
天
皇
の
権
威
そ
の
も
の
の

視
覚
的
な
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
解
釈
で
き
、

そ
の
重
要
な
部
分
を
勤

め
る
舞
人
は
、
こ
の
行
事
の
中
で
、

も
っ
と
も
晴
れ
や
か
で
名
誉

な
役
柄
の
一

っ
と
意
味
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



一
方
、
東
儀
家
は
、
菌
、
林
、

岡
家
と
な
ら
ぶ
天
王
寺
方
の
秦

氏
の
分
家
の
一

つ
で
あ
る
。

天
王
寺
方
は
中
世
ま
で
は
独
立
し
て

正
親
町
天
皇
の
御
代
以
降
、

一
部
の
家
が
京
都
に
移
住

活
動
し
、

正
親
町
天
皇
の
時
に
京
都
に

召
さ
れ
た
東
儀
兼
秋
(
一
五
六
五

i
一
六
四
四
)
の
流
れ
か
ら
分

家
し
た
家
柄
で
あ
る
。
宮
廷
行
事
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
唐
楽
や
高
麗

し
活
動
し
て
き
た
。

文
均
の
家
は
、

楽
の
筆
築
の
演
奏
、

も
し
く
は
右
舞
の
舞
人
と
し
て
奉
仕
し
て
い

る
。
東
儀
家
に
は
、
唐
楽
、
高
麗
楽
よ
り
一
段
格
式
が
高
い
御
神

楽
で
筆
集
を
演
奏
で
き
る
家
系
が
あ
っ
た
が

こ
の
家
は
演
奏
時

に
は
京
都
方
の
安
倍
氏
の
一
族
と
し
て
安
倍
姓
を
名
乗
っ
た

倍
姓
東
儀
家
)
。

文
均
自
身
は
、

三
方
及
第
(
楽
人
の
技
量
認
定

試
験
)

に
お
い
て
優
れ
た
成
績
を
と
り
、

ま
た
、

四
辻
家
と
の
交

渉
や
所
領
の
管
理
な
ど
事
務
的
に
も
手
腕
を
発
揮
し
た
人
物
で

あ
っ
た
が
、
家
格
と
し
て
は
、
在
京
東
儀
家
の
分
家
と
し
て
、
舞

楽
や
神
僕
楽
の
筆
集
奏
者

も
し
く
は
右
舞
人
と
し
て
奉
仕
す
る

家
柄
で
あ
っ
た
。

さ
て
、

文
均
に
は
、
自
分
の
あ
と
を
継
ぐ
文
言
(
一
八
四
七

1

一
八
七
七
)

と
い
う
息
子
の
他
に
、
直
温
(
一
八
五

0
1
一
九

O

O
)
と
い
う
息
子
が
あ
っ
た
。
直
温
は
、

文
均
の
実
家
・
南
都
芝

家
の
芝
葛
元
を
継
い
た
が
、

芝
家
養
子
と
な
っ
た
後
も
、

文
均
、

文
言
ら
と
同
居
し
て
い
た
。
慶
応
元
(
一
八
六
五
)
年

月

南
都
の
春
日
祭
に
、

祇
園
社
と
同
様
の
勅
使
、
舞
人
、
陪
従
が
派

遣
さ
れ
た
時
、
直
温
が
南
都
芝
家
と
し
て
東
遊
の
舞
を
舞
う
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
時
、

文
均
は
直
温
の
装
束
、
行
列
の
構
成
な
ど

こ
と
細
か
に
日
記
に
記
し
て
い
る
。

芝
家
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、

東
儀
家
の
者
と
し
て
自
身
で
は
舞
う
こ
と
が
な
い
東
遊
の
舞
の
大

役
を
、
息
子
・
直
温
が
仰
せ
つ
か
り
、
文
均
と
し
て
は
感
激
ひ
と

し
お
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
日
記
に
は
家
族
一
同
、
親
戚
ま
で

(安

巻
き
込
ん
で
、
喜
び
い
さ
ん
で
支
度
を
整
え
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
お
り
、
微
笑
ま
し
い
一
五
o

文
均
自
身
は
こ
の
春
日
祭
に
、

奏
楽
等
で
奉
仕
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
文
一
三
一
口
と
と
も
に
、
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直
温
の
後
見
と
し
て
南
都
ま
で
同
行
し
、
準
備
や
道
中
の
こ
と
を

細
か
く
記
し
て
い
る
。
祇
園
社
と
比
べ
る
と
奈
良
の
春
日
大
社
ま

で
は
道
程
が
長
く
、
舞
人
・
陪
従
各
人
に
つ
き
人
足
が
二
五
人
も

つ
く
、
と
い
う
大
掛
か
り
な
道
中
で
あ
っ
た
。
御
所
か
ら
の
行
列

は
、
祇
園
臨
時
祭
と
同
様
の
ル

l
ト
を
と
り
、
三
条
大
橋
を
渡
つ

た
あ
た
り
で
解
散
と
な
り
、
装
束
、
も
着
替
え
、

三
々
五
々
、
南
都

に
向
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
人
足
二
五
人
は
、

あ
ら
か
じ
め

各
舞
人
・
陪
従
の
自
宅
も
し
く
は
宿
所
に
差
し
向
け
ら
れ
る
が
、

に
は
そ
の
場
所
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

「
近
陳
記
」



と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
幕
末
の
楽
人
の
住
居
が
か
な
り
判
明
す

(
後
述
、

付
記
参
照
)
。

る

こ
の
よ
う
に
、

一
つ
の
行
事
の
中
で
細
か
い
分
業
体
制
が
で
き

原
則
的
に
、
そ
れ
ら
の
業
務
は
、
家
や
身
分
と

密
接
に
関
係
し
て
い
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
各
家
は
自
ら
が
受

あ
が
っ
て
お
り
、

け
持
つ
儀
式
次
第
や
芸
能
の
上
演
の
内
容
を
子
孫
に
残
す
べ
く
、

細
か
く
筆
に
留
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
は
芸
能
に
特
化

し
た
一
種
の
有
職
故
実
書
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
記
録
を
残
す
と

と
こ
そ
が
、
自
ら
の
家
の
存
在
意
義
を
保
証
す
る
行
為
と
し
て
、

彼
ら
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

そ
し
て
後
世
に

生
き
る
私
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
記
録
の
大
き
な
恩
恵
の
も

と
、
幕
末
の
神
社
祭
儀
と
雅
楽
の
実
態
を
生
き
生
き
と
再
現
す
る

」
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

付
記

幕
末
楽
人
地
図

筆
者
は

以
前
、
中
世
の
争
乱
が
終
わ
り
、
楽
人
組
織
が
立
て

直
さ
れ
た
江
戸
時
代
最
初
期
の
京
都
市
中
の
楽
人
の
住
居
を
た
ど

る
論
考
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る

(
寺
内

三

O

一O
a
)
。

そ
こ

で
は
、
楽
人
た
ち
が
、
家
、
親
戚
ご
と
に
比
較
的
集
ま
っ
て
住
ん

で
い
た
こ
と
、
御
所
の
北
、

西
、
南
な
ど
、

い
ず
れ
も
徒
歩
で
五

分
か
ら
三

O
分
圏
内
に
住
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
。
本

之
記
」

辻
家
の
「
楽
所
録
」
第
九
六
冊
「
春

H
祭
御
用

に
よ
り
、
幕
末
の
楽
人
の
住
居
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

稿
で
は
さ
ら
に
、

ま
ず
九
月
十
日
と
九
月
十
九
日
に
四
辻
殿
へ
差
し
遣
わ
し
た
交

配
役
が
わ
か
る
。

名
に
よ
っ
て
、

(
)
内
は
筆
者
の
補
で
あ
る
。

九
月
十
日

春
日
祭
参
勤
舞
人

正
五
位
下
右
近
衛
将
監

正
五
位
下
右
近
衛
将
監

従
五
位
下
右
近
衛
将
曹

正
六
位
下
右
近
衛
将
曹

正
六
位
下
右
近
衛
将
曹

正
六
位
下
左
近
衛
将
監
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(
辻
)
近
陳

(
芝
)
葛
忠

(
津
)
近
頭

藤
原
(
芝
)
直
温

狛
(
辻
)

近
成

大
神
章
愛

九
月
十
九
日

笛

陪
従
(
笛
、
筆
集
南
都
方
)

正
五
位
下
左
近
衛
将
監

正
五
位
下
左
近
衛
将
監

(
淫
)
光
張

(
上
)
真
節

筆
集



歌

正
五
位
下
右
近
衛
将
監

(
多
)
忠
克

歌

従
五
位
下
左
近
衛
将
監

従
王
位
下
右
近
衛
将
曹

(
多
)
忠
賀

歌

(
多
)
忠
古

和
琴

正
六
位
下
左
近
衛
将
曹

従
五
位
上
右
近
衛
将
曹

従
五
位
上
左
近
衛
将
曹

多
久
随

琴
持

(
多
)
久
康

琴
持

(
多
)
節
長

加
陪
従

従
王
位
上
左
近
衛
将
曹

従
王
位
下
右
近
衛
将
曹

(
多
)
忠
功

(
多
)
忠
廉

十
月
廿
一
一
目
、

四
辻
殿
に
舞
人
・
陪
従
の
住
居
、
宿

さ
ら
に
、

所
の
届
け
出
が
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
、

一
人
あ
た
り

五
人
の
人
足
を
差
し
向
け
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

こ
の
時
は
、

①
塔
之
段
北
横
町
、
②
寺
町
通
広
小
路
百
万
遍
屋
敷
、
③
塔
之
段

毘
沙
門
町
、
④
今
出
川
通
室
町
西
え
上
ル
畠
山
町
、
⑤
上
立
売
通

室
町
東
え
入
、
@
今
出
川
通
新
町
西
え
入
上
ル
南
兼
康
町
、
⑦
同

町
北
兼
康
町
、
⑧
上
立
売
通
室
町
西
え
入
、
の
八
カ
所
に
人
足
が

派
遣
さ
れ
た
。

る
。
も
ち
ろ
ん
、
楽
人
の
住
居
は
こ
れ
で
す
べ
て
で
は
な
い
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係
は
、

図
九
の
通
り
で
あ

そ
の
一
端
を
知
る
史
料
と
し
て
、
こ
の
記
録
は
た
い
へ
ん
価
値
が

あ
る
と
言
え
よ
う
。

た
の
か
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
誰
が
住
ん
で
い

図
九

慶
応
一
克
年
、
舞
人
・
陪
従
地
図

@①  
毘沙門町塔立段北横町

今出川通

上立売通室町西え入
⑧ ⑤ 上立売通室町

車え入
⑤ 北兼康町

在畠山町
⑦南兼康町

寺

町 ② 寺町通広小路
百万遍屋敷

通
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い
の
で
、
前
掲
、

各
舞
人
、
楽
人
の
名
前
は
、
名
{
子
と
官
職
し
か
示
さ
れ
て
い
な

の
慶
応

| 
| 

じ同 御l

E 御門

一一一一五支育蓮ー

烏

丸

通

辻
家
「
楽
所
録
」
中
の

一
元
年
条
と
照
ら
し
て
、
個
人
を
特
定
し

す。

「
官
位
次
第
」

以
下

)
内
に
記



①
塔
之
段
北
横
町

人
足
廿
五
人

上
左
近
将
監
(
真
節

笛
)

現
在
も
御
所
の
北
側
に
あ
る
町
名
で
あ

る
。
③
の
塔
之
段
毘
沙
門
町
は
、
そ
の
西
側
で
あ
る
。
今
次
の
春

塔
之
段
北
横
町
は
、

日
祭
に
参
加
し
て
い
る
上
家
の
楽
人
は
、
前
掲
の
交
名
に
よ
れ
ば

真
節
(
一
八
二
五

1
一
八
九
五
)

(
一
八
五
一

1
一
九
三
七
)

で
あ
る
。
真
節
の
息
子
・
真
行

は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
音
楽
取
調

掛
御
用
と
な
っ
た
が
、

そ
の
と
き
の
履
歴
書
に

塔
之
段
北
横
町

生
」
と
あ
る
の
で
、
符
合
す
る

(
東
京
萎
術
大
学
百
年
史
編
集
委

員
会

一
九
八
七
一
二
七
一
二
)
。

②
寺
町
通
広
小
路
百
万
遍
屋
敷

辻
右
近
将
監
(
近
陳

人
足
廿
五
人

舞
)

人
足
廿
五
人

芝
右
近
将
監
(
葛
忠

舞

辻
右
近
将
曹
(
近
成
H

近
陳
男

人
足
廿
五
人

舞
)

右
人
足
合
七
拾
五
人

辻
右
近
将
監

(
近
陳
)
宅
え

寺
町
広
小
路
百
万
遍
屋
敷
は
、

現
在
の
御
所
東
側
の
荒
神
口
通

と
中
御
霊
社
の
聞
に
位
置
す
る
一
郭
で
あ
る
。
古
地
図
に
よ
る

と
、
武
家
や
公
家
屋
敷
が
入
り
交
じ
っ
て
お
り
、

そ
の
中
の
数
件

御
所
役
人
」

を

の
文
字
が
見
え
る
。

ど
れ
か
が

「
近
陳
記
」

記
し
た
在
京
南
都
方
の
辻
近
陳
の
住
居
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は

三
人
の
舞
人
の
名
前
が
見
え
る
が
、

辻
右
近
将
曹
は
、

近
陳
の
息

子
・
辻
近
成
(
一
八
五
三

i
一
八
七
三
一
)

で
あ
る
。
芝
葛
忠

は
、
普
段
は
奈
良
に
住
ん
で
い
る
在
南
楽
人
で
あ

る
が
、
御
所
で
の
儀
式
、
行
列
に
参
加
す
る
た
め
に
、
上
京
し
、

近
陳
宅
に
寄
宿
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

八
一
二

1
0・)

③
塔
之
段
見
沙
門
町
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濯
甲
斐
守
方

(
淫
近
俊
)

人
足
廿
五
人

濯
左
近
将
監

(
光
張
H

近
俊
男

筆
集
)

人
足
廿
五
人

淫
右
近
将
曹
(
近
頭
H

近
俊
三
男

舞
)

人
足
廿
五
人

中
左
近
将
監

(
章
愛

舞
)

右
人
足
七
十
五
人

濯
甲
斐
守
宅
え

塔
之
段
毘
沙
門
町
は
、
前
出
の
塔
之
段
北
横
町
の
西
隣
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
在
京
南
都
方
の
淫
甲
斐
守
近
俊
(
一
八

O
一二

1

一
八
七
三
)
が
住
ん
で
い
た
。
淫
左
近
将
監
は
近
俊
の
息
子
・
光

張

(
一
八
三
七

1
一
八
九
二
)
、
津
右
近
将
曹
は

近
俊
の
三
男

近

頭

ご

八

四

五

i
一
八
七

O
)

中
左
近
将
監
は
、

で
あ
る
。

ふ



だ
ん
は
南
都
に
住
ん
で
い
る
中
(
大
神
)
章
愛
(
一
八
一
四

1
一

の
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
舞
人
と
し
て
御
所
で
の
儀

八
六
八
)

式
、
行
列
に
参
加
す
る
た
め
に
上
京
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
み
に
、
同
じ
く

「
春
日
祭
御
用
之
記
」

の
慶
応
三
(
一
八
六

七
)
年
春
日
祭
の
記
録
に
よ
る
と
、
淫
甲
斐
守
近
俊
の
住
居
は
、

塔
之
段
毘
沙
門
町
二
丁
目
で
、

同
じ
く
在
京
南
都
方
の
奥
丹
波
守

好
学
が
、

同
三
丁
目
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

④
今
出
川
通
室
町
西
え
上
ル
畠
山
町

人
足
廿
五
人

多
阿
波
守
方
(
多
忠
以
)

多
右
近
将
監

(
忠
克
H

忠
以
男

歌

同
町

東
儀
近
江
守
方

(
東
儀
文
均
)

人
足
廿
五
人

芝
右
近
将
曹
(
直
温
H

文
均
男

舞
)

今
出
川
通
と
室
町
通
の
交
差
点
か
ら
西
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、
今

出
川
通
の
北
側
に
畠
山
町
は
あ
る
。
現
在
の
上
京
区
役
所
付
近
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
文
均
が
住
ん
で
い
た
。
芝
右
近
将
曹
は
、
文
均

の
次
男
、
直
温

歳
)
。
多
阿
波
守
(
多
忠
以
)

(
一
八
五

O
L
一
九

O
O
)
で
あ
る

(
当
時
一
五

(
一
八

O
八

1
一
八
七
九
)

も
近

所
に
住
ん
で
い
た
。
多
右
近
将
監
は
、
忠
以
の
息
子
の
忠
克
(
一

八
一
一
八

1
一
八
九
六
)

の
こ
と
で
あ
る
。

⑤
上
立
売
通
室
町
東
え
入

多
安
芸
守
方

(
多
久
顕
)

ち

人
足
廿
五
人

琴
持
)

多
右
近
将
曹
(
久
康
H

久
顕
次
男

人
足
廿
五
人

多
左
近
将
曹
(
節
長
H

久
顕
五
男

琴
持
)

右
人
是
合
五
十
人

多
安
芸
守
方
え

多
安
芸
守
と
は
多
久
顧
(
一
八

O
二
1
一
八
八
九
)

の
こ
と
で

あ
る
。
久
顕
は
長
ら
く
三
河
守
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
祭
の
直
前
の

元
治
二

(
一
八
六
五
)
年
に
安
芸
守
に
任
じ
ら
れ
た
。

「
多
右
近

将
曹
」
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は
、
じ
つ
は
、
こ
の
春
日
祭
の
記
録
に
は
も
う
一
人
登
場

し
(
北
兼
康
町
在
住
、
⑦
参
照
)
、
個
人
名
が
特
定
し
づ
ら
い
が
、

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
父
子
で
同
居
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

の
場
合
、
多
久
顕
の
次
男
の
多
右
近
将
曹
久
康
(
一
八
三
四

1

九

O
三
)

と
同
定
し
た
。

も
他
に
一
一
人

同
様
に
「
多
左
近
将
曹
」

ほ
ど
見
ら
れ
る
が

同
じ
理
由
で
、
⑤
の

多

(
⑥
、
⑦
参
照
)
、

左
近
将
曹
」

を
多
久
顕
の
玉
男
・
節
長
(
一
八
三
八

1
一
九
一

七
)
と
同
定
し
た
。

⑥
今
出
川
通
新
町
西
え
入
上
ル
南
兼
康
町

人

足

廿

五

人

多

左

近

将

曹

(

忠

功

加
陪
従
)



南
兼
康
町
は
、
畠
山
町
を
さ
ら
に
二
町
ほ
ど
西
に
行
っ
た
と

ろ
で
、
今
出
川
通
の
北
側
が
北
兼
康
町
、
南
側
が
南
兼
康
町
で
あ

る
。
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
「
多
左
近
将
曹
」
は
、
多
久
随
か
忠
功

の
ど
ち
ら
か
だ
が
、
次
の
⑦
に
出
て
来
る

「
多
左
近
将
曹
」
が
多

久
随
の
可
能
性
が
高
い
の
で
、
南
兼
康
町
の
多
左
近
将
曹
は
忠
功

(
一
八
四
二

1
一
九
二
五
)

と
し
て
お
く
。

⑦
同
町
北
兼
康
町

多
摂
津
守
方

(
多
忠
害
)

人
足
廿
五
人

多
左
近
将
監

(
忠
賀
H

忠
害
時
男

歌

同
町

多
肥
後
守
方

(
多
忠
愛
)

多
右
近
将
曹
(
忠
廉
リ
忠
愛
次
男

人
足
廿
五
人

加
陪
従
)

同
町

人
足
廿
五
人

多
左
近
将
曹
(
久
随

u
久
寛
男

実
忠
毒
男

和
琴
)

北
兼
康
町
に
は
、
多
摂
津
守
忠
毒
(
一
八
一
八

1
一
八
七
三
)

と
多
肥
後
守
忠
愛
(
一
八

一
1
一
八
八

O
)
が
住
ん
で
い
た
。

「
多
摂
津
守
方

「
多
左
近
将
監
」

は
忠
毒
の
息
子
・
忠
賀
(
一

の

八
四
三

1
一
八
九
六
)
、

の

「
多
右
近
将
曹
」

「
多
肥
後
守
方
」

は
忠
愛
の
息
子
・
忠
廉
(
一
八
四
五

1
一
九
一
六
)

と
考
え
ら
れ

る
。
も
う
一
人

同
町
に
住
ん
で
い
た

は
久
随

「
多
左
近
将
曹
」

(
一
八
五

0
1
一
九
二
四
)

と
考
え
ら
れ
る
。

久
随
は
多
久
寛
を

(
養
子
)
が
、
実
父
は
忠
喜
な
の
で
、

住
ん
で
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。

継
い
で
い
る

同
じ
町
内
に

⑧
上
立
売
通
室
町
西
え
入

多
備
前
守
方
(
多
忠
誠
)

人
足
廿
五
人

多
右
近
将
曹
(
忠
古
H

忠
誠
男

歌

「
上
立
売
通
室
町
西
え
入
」

は
、
現
在
の
上
立
売
町
付
近
と
思

わ
れ
る
。
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」
こ
に
は
、
多
備
前
守
忠
誠

J¥.. 

一
1
一
八
七

四

の
忠
古
(
一
八
四
五

1
一
九

O
一
)
が

と
、
息
子

(
養
子
)

住
ん
で
い
た
。

筆
者
は
実
際
に
何
カ
所
か
こ
れ
ら
の
楽
人
の
住
居
跡
を
訪
ね
た

が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
楽
人
は
市
中
の
町
家
に
ま
ぎ
れ
て
居
を

構
え
て
お
り
、
意
外
に
狭
い
通
り
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
よ
う
な
場
所
に
人
足
が
数
十
名
も
押
し
掛
け
る
と
な
る
と
、

お
そ
ら
く
、

か
な
り
の
喧
騒
と
混
乱
状
態
に
な
る
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
こ
と
が
返
っ
て
来
る
べ
き
祭
の
盛
儀
を
予
感
さ
せ
る
重

要
な
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上

本
稿
で
は
、
本
論
と
付
記
に
お
い
て
、

祇
園
臨
時
祭
の



細
か
い
次
第
、
行
列
の
道
順
、
楽
人
の
住
居
を
検
証
し
た
。
こ
れ

一
見
ど
う
で
も
よ
い
噴
末
な
デ

l
タ
に
見
え
る
。

し
か

ら
は
、

し

」
う
し
た
細
部
か
ら
こ
そ
浮
か
び
あ
が
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の

「
手
触
り
」
が
あ
る
。
楽
人
日
記
の
記
述
の
内
容
、
視
点
の
相

違
も
、
各
々
の
儀
式
と
の
関
わ
り
方
に
由
来
し
て
い
る
。

ま
た
、

筆
者
は
儀
式
執
行
の
場
所
、
行
列
の
ル

l
ト
、
楽
人
の
住
居
等
、

」
れ
は
、

そ
れ
ぞ

に
も
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
が
、

れ
の
手
続
き
を
執
行
す
る
場
所
が
視
覚
的
景
観
、
音
の
景
観
を
創

出
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
。
ハ

「
空
間
」

フ
オ

l
マ
ン
ス
は
空
間
が
あ
っ
て
成
立
す
る
。
内
裏
の
ど
こ
で
何

が
行
わ
れ
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
ル

l
ト
で
行
列
は
市
中
を
巡
る

の
か
、
祇
園
社
の
ど
こ
で
何
が
演
じ
ら
れ
る
の
か
。
そ
し
て
、
市

中
の
あ
ち
こ
ち
に
点
在
す
る
楽
人
住
居
へ
の
人
足
の
派
遣
は

る
べ
き
壮
麗
な
儀
式
の
予
兆
的
景
観
を
創
り
出
す
。
こ
れ
は
楽
人

日
常
か
ら
ハ
レ
の
場
へ
の
変
転
の
契
機
と

の
立
場
か
ら
す
る
と
、

も
な
る
。

幕
末
の
諸
社
の
祭
礼
復
興
は
、
京
都
が
帝
都
で
あ
っ
た
時
代
の

最
後
の
残
照
を
映
し
て
い
る
。
朝
廷
か
ら
の
勅
使
、
楽
人
を
派
遣

す
る
京
都
の
祭
礼
は
、
「
文
均
日
記
」
や
「
楽
所
録
」
に
よ
れ
ば
、

(
一
八
六
九
)
年
ま
で
存
続
し
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
後
、

明
治
二

東
京
遷
都
、
楽
人
の
東
上
、

神
仏
分
離
な
ど
に
よ
っ
て
中
止
ま
た

は
大
き
な
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
や
が
て
訪
れ
る
新
し
い
時

代
の
中
で
、
諸
社
の
儀
礼
は
、
過
去
か
ら
何
を
継
承
し
、
何
を
あ

ら
た
に
創
り
出
し
た
の
か
。
機
会
が
あ
れ
ば
ま
た
論
じ
た
い
。

注

堀
河
天
皇

(一

O
七
九

1
一一

O
七
)

の
御
代
、
京
都
方
の

多
資
忠
が
娘
婿
の
山
村
正
連
(
南
都
右
舞
人
)
に
伝
承
を
め
ぐ
る

ト
ラ
ブ
ル
か
ら
殺
害
さ
れ
た
折
、
資
忠
が
伝
承
し
て
い
た
神
楽
歌

と
左
舞
の

〈
胡
飲
酒
〉
〈
採
桑
老
〉

η
t
 

qυ 

の
伝
承
が
断
絶
し
そ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
を
憂
え
た
天
皇
が
、

天
王
寺
の
秦
氏
が
伝
承
し
て
い
た

〈
胡
飲
酒
〉

〈
採
桑
老
〉

を
、
資
忠
の
幼
い
息
子
た
ち
に
伝
承
さ

来

せ
た
こ
と
が
楽
書
『
教
訓
抄
』
な
ど
に
見
え
る
。

し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
措
置
は
例
外
的
な
も
の
で
、
常
に
は
天
王
寺
の
伝
承
は
京

都
、
南
都
と
は
別
に
保
た
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

安
政
四
(
一
八
五
七
)
年
か
ら
明
治
一
一
(
一
八
六
九
)
年
ま

で
の
官
位
が
記
さ
れ
て
い
る
。

文
均
は
今
出
川
/

室
町
西
、
畠
山
町
に
住
ん
で
い
た
が
(
現
・
上
京
区
役
所
付
近
)
、

ち
な
み
に

「
文
均
日
記
」

に
よ
る
と
、

こ
の
と
き
、
親
戚
の
東
儀
文
静
一
家
と
と
も
に
、
家
族
を
郊
外
の



西
加
茂
に
避
難
さ
せ
て
い
る

(
七
月
一
九
日
条
)
。

四

陪
従
の
笛
、
筆
集
は
、
京
都
方
、
南
都
方
で
交
代
で
勤
め
て

、，-。
し
み
J

五

祇
園
社
の
社
僧
、
社
人
は
、
臨
時
祭
再
興
に
あ
た
り
、
侍
奏

を
通
じ
て
朝
廷
に
官
位
を
申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

(伴

二

O
O
一
二
三
頁
)
。

六

奏

家

江

社

中

官

位

之

儀

ニ

付

、

御

出
。
其
節
、
来
ル
十
七
日
卯
半
刻
、
楽
器
為
申
出
、
執
奏
家
江

社
代
可
被
出
、
添
使
ニ
而
御
楽
器
所
江
請
取
書
持
参
之
由
候
事
」

六
月
四
日
条
に

執

と
あ
る
。そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
は
、

辻
家
『
官
位
次
第
』
や

七

「
文
均
日

記」

の
儀
式
で
の
上
演
記
録
な
ど
に
基
づ
き
、
判
断
し
た
。

維
新
後
の
公
家
屋
敷
撤
去
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
通
、

今
日
で
は
失
わ
れ
て
い
る
。

町
名
は

八

「
近
陳
記
」

「
文
均
日
記
」

で
は
、

時
刻
は
単
に

「

O
刻

九の
よ
う
な
お
お
ざ
っ
ぱ
な
表
記
が
多
い
が

「
祇
園
社
務
家
日
記
」

な
ど
細
か

「
O
半
刻
」

「

O
刻」

い
表
記
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
仮
に
三

O
分
刻
み
の
時
間
割
で
示
し

た。
で
は

「
O
上
刻
」

「

O
下
刻
」

O 

現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
幕
末
に
は
、
南
楼
門
の
北
に

中
門
が
あ
り

両
脇
に
日
光
社
と
月
光
社
が
あ
っ
た

(
元
治
元

(
一
八
六
四
)
年
発
行
の
『
花
格
名
勝
図
会
』
参
照
)
。

記
述
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
本
殿
の
前
庭
、
舞
殿
の
周

囲
を
廻
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
述
し
た
通
り
、

官
庫
か
ら
借
り
出
し
た
太
鼓

鉦
鼓

は
、
道
行
、
立
奏
用
の
荷
太
鼓
、
荷
鉦
鼓
で
あ
る
。

現
行
の
曲
目
は

こ
こ
に
揚
げ
た
も
の
だ
が

平
安
時
代

に
は
、
倍
以
上
の
曲
目
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
。

四

祇
園
臨
時
祭
は

こ
の
後
、

明
治
一
一
年
ま
で
こ
の
様
式
で

続
け
ら
れ
る
が
、
東
遊
舞
人
は
い
ず
れ
も
南
都
方
か
ら
出
て
い
る

38 

(
「
近
陳
記
」
)
。

玉

文
均
日
記
、
第
二
三
冊
(
慶
応
元
年
一

月

七
日
晴
戊

辰

直
温
参
向
付
、
各
入
来
之
稽
古
相
休
。

南
都

酉
姐
神
事
入
。

八
日
雨
己
巳

参
向
支
度
、
家
内
中
取
掛
侯
事
。

十
日
晴
辛
未

夕
方
よ
り
河
州
手
伝
入
来
。

来
。
各
急
而
相
頼
置
被
事
。

昌
次
丈
実
母
、
菌
防
州
、
同
手
伝
入

近
衛
使
油
小
路
殿
里
亭
へ

出
仕
。

子
魁
比
、

文
一
言
、
後
見
相
添
。

r可
州

ノ、

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の

「
禁
裏
を
中
心
と

し
た
旧
京
都
図
」

(
成
立
年
代
不
明
、

地
図
番
号
C
C
N

∞Z
N

∞印)

に
よ
る
。
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。

『
楽
所
録
』
第
九
五
冊
「
官
位
次
第
」

辻
家
撰
、

(
請
求
番
号
一
円
∞
喧
¥
H
C
H
¥
己
目
)
。

『
楽
所
録
』
第
九
六
冊

「
春
日
祭
御
用
之
記
」

書
館
蔵
(
請
求
番
号

同
前
)

『
楽
所
録
』
第
一

O

O
冊

「
祇
園
社
臨
時
祭
之
記
」

会
図
書
館
蔵
(
請
求
番
号
、

同
前
)

0

『
狛
氏
新
録
』
「
禁
裏
三
方
楽
人
之
事
」

写
本
、

(
二
冊
)

(
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
請
求
番
号

活
字
本
、
『
古
事
類
苑
』
楽
舞
部
十
「
楽
人
」

第
四
版
、
一
九

O
九
、
復
刻
版
、
吉
川
弘
文
館
、

『
地
下
家
伝
』
(
『
日
本
古
典
全
集
』
正
宗
敦
夫
編
、

集
刊
行
会
、

(
復
刻
版
、

東
京
、

一
九
一
二
七
)

一
九
七
八
)
。

国
会
図
書
館
蔵

辻
家
撰
、

国
会
図

辻
家
撰
、

国

国
会
図
書
館
蔵
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へ
ロ
士
口
町
内
広
田
)
、

(
神
宮
司
庁
編
、

一
九
八
四
)
。

日
本
古
典
全

現
代
思
潮
社
、



表二 慶応元 (1865)年六月廿二日 再興祇園臨時祭の進行表

原則 1-して、原文iiliり (但しイrjtiit点をイ十寸)表記する (1Jj¥、文の割円書きの部分は[liこ入れて表記)
t: t"し、時刻、人名、担斗楽器等法適宵: ( )内に補っf¥
近陳円 ü.~=狛氏 (i上家) r楽円i録~ '1' r祇園臨時祭之記J (慶応)C年)より。
文均 U 記~ r楽所U記』二 1=、慶応元年六月廿二 U条より

近陳日記 文均日記
【参勤者】

舞人。泣陳、千J業、島忠、高範、高節、近E同 舞人.近|報、千J業、 tj忠、高範、高節、泣立自
陪従:!*JlIJ， (笛)、不資 (筆集)、!心点(歌)、久随 陪従(地下) 対比(笛)、不資(箪築)、 Jム1蒜
(和琴)、節文、久I典(琴持)、忠ず1)(人長) (歌)、久随(和琴)、節一文、久腕(琴持)、忠JC))

(人長)

勅陪忠召従楽人九、切ム殿神l賢座上宴、主 丈季均高節久里、子E、E保忠忠、述誠古山、、、惟綾昌景、長小順J心凶、以、行六三、問i良IlI心、愛、丈暦、静継不、照i光、張』基主、量

【事前準備]
子主月汁八日 祇園社臨時祭御再現被仰付、舞人八 同五月九日 (安イ吉本重量、111井忠、典から東儀年均、 j宝
人主主草UJ~ 1J:~市、北野此時祭順例。 F円 i託?有率策ノ、今年 光張あて) r来人灯 U 円 祇園下土Ii'!，時祭可被1丁 勅

ハ点方コ 来参 léJ之望号、今日伺。交ネ wf~rドIR 、被 イI11被(境問、
三方)l人、方U三人宛、現出作之事、御達可有之 3

且、御参向之人々、午粗景典宅へ可参給{乃而中入侯
也。 J (中略)右と越、両家へ参否相尋。子、円長、
文静参勤ど趣、山井家へ巾入{院也ー
六)J四日 作州(多忠惟)、備州1(i宝光張)}j、昨日
四辻殿よ町御達之儀二{寸、和談参ゎ紙同tl執行与栄器
拝借之出納 11限、米十七 11廿五 11[反却Jl治定之煙、山
、止殿江三一上参殿c

六月|七日 渡東山シニイJ、辰却J(8時L11)日開江山 六月|七日 阿L上般へ御鎚巾山。山車業東山々勤。 八
仕c 今日催ンc 四辻殿御居、並来犀孝行へ往来。 日間勤コ 鼓、荷よ鼓、釘下鼓、八日へ仙波c 執Js御f吏
('1'陥)鮮人装点八人前持吋り、夫々分配之事。 へ紋柑i度イ院事コ鮮人、陪従、佐人、勅染、社司自等、口

り1トドI席。 生日東I中I、昼前1昌トドIコ
六JJ十八 11 昼後、舞合枚為中台。 I止宅、舞人六人 六日十八 11 景典宅ゎ勅楽、神候等習十L.. [首~~l j.(IJ
日'1々 、光張等入米コ東遊舞反。 賢、[f;Qill真節、 li下9ill光張、「一鼓1文均、「太鼓1円

長、[廿頭]文静、 J心誠、忠克、久球、季節、以山、
[鉦鼓]本員、[苦境]虫、順、!古紙、民昨[以上、 |六人]
ぅt頭、呆r)IJ.、全資 II I 11 席む巾飯後、 J西、肴設有之事。 i~1
叶目、御宵礼等，'ti勤申合之事。未到l七退散皐っタす。

六月十九 H 寅半刻、四辻殿11参|。御馬拝借申請 六月十九回 寅半姐起ι911組忠克丈誘引、出宅コイ芙
ニ参九只今、引廻被与也。貝j六疋、秤f昔、銘々宅 人ツツ召連、 l山l掛ー荷へl山l人持参衣冠。(中目前舞
江配之('11略)卯支IJ山 8.紙園社内、東梅」方4 ¥参 人、陪従、召人参集。勅楽、 ~IJ質、文均、忠克、日、
集U 舞人、防lit、都合| 人、相揃後、悼奏、奉行 順、季員、 l正刑 1I 11勤U 内見、辰京Uí~1始。じ刻j相掛。各
へ難人惣代、子、陪従惣代、景典刊臣、御屈=参 プ「勺n 社ヨリ 7);{111綜十ii l'O. 同席人人へ分配コ I~!I

舞六月人廿陪11従於綾小路殿、東遊拍子介被f作。朝飯後、
同主主上r

【当日 舞人、陪従ら出勤】
民主IJ参う内承明F9ョり百廻.!iilil参集。 (女均)干モ克1[起。朝飯認う安倍閃州(不資)陪従参役

と衣文。 寅主IJ 山勤。 111井魚州(皇l~~) 同上参役衣文
参 gll剖III1

1勤J

奉行(1参集御回、非蔵人口I1銘々参Jレn lう(文均)、反創引煩下陣宝光院e¥出劫}朝飯認、文

百(文均里、)、多加州(飾文)、陪従参役衣文相イ寸、
後見ニ而社F百八参3 直f且、舞人後見参ノι也。

出納、内蔵権頭ヨリ挿花、 j証人六人分波之。
四i士殿雑草江参集J前之肖 申之
内蔵権i項Jて#伺柑之旨届J事
【当日 内裏での儀式]
、'i日半日(1時頃)孝行、職事、取日時間'j)([Ii.J子日盤
所簾下奏之。ÍÍí~帯主花、返給於下戸溢、下蔵人じ々々
下出納、

使殺、人舞不仕人御、陵陪御従装等束、υ於f-，i斤陣 有御食胎， r今皮略之

日lTI'l 山御。 r貰櫨柏l
着御広府御嵯。関門塞御簾。)蔵人耳目献 御箔{
次f共御問責物う
次官主人骨111J'円、塁手進、就犬十品東妻、士生大麻。
蔵人頭於長橋上取とつ経$:';!(子、就御峰、献とけ
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次以御手イ;1制御御砂j之後、蔵人頭返悶宵主 3

次U主~\V、麻之後着東l延出。
次使人llll1fl'門、参i聖者座η

次国主奉仕す占、言乙 j民出 j

陪人従於戸前下|lJ平dまr門」士外見イ、モ発れ物音[到使退山、 唱之L先之舞

次!誠人頭、撒御噴物う
次使起座、就渠卜、捧f間l幣3

引く有 御拝r~fY向巽給l
次御t半:乞 1包置f制11'¥守於業上、退去U

次誠人頭市卜御左右戸
次入御'i:Il政人塞御簾。
先之上卿、以蔵人イイ内記、仰々日日J。
次内記持参 s命曲、 I入常l~
次 H即、令蔵人再職事、 1)'1覧。 奏聞 J

次職事奏|剤、詑 返給御清書之事

次同即以蔵人召内記 仰奏治開雪花之車 内記持参消'd
次 H即);(蔵人召職事η 、返給n 仰仰~fil
次|卿令I友人J百件使。
次{吏入無名門、着小仮敷
次川即Jmj 'S:命
次 H即令蔵人召1)，百己う返給雫F守門

|次陪使従附等、庭向中土並rti1fJli円律I州将為出使、者左山衛山門敷帥政引門率l九 、舞人、

【当日 内裏から社頭への行列ル ト】

従建春円、|千l円iffi西千10新、有神家幸、百院参町、出町、 |場明門より|判門HIJ、新八京車「家、、西院参町、堺町円、 条
騨l町、 線、組手、阿僚 路、向社説u :itli、純手、同条通、 |寸ロ11M、社IIii着。

辰到|、進発、じ副社頭手寺。

【当日 社頭之儀】 (神事と東遊)
刻|浪刷官以下参、 資前。

供神僕[此間奏楽]。 干土日買事11桜[刊] 忠誠、 昌長、兵筒、 x.静、 久康、季
筒、忠古、厨継

使主主舞人、陪従等参1010 巳組判頭着c

先主雨烏居外舞人下馬
先J'f、 御幣権、御馬、舞人句、、南烏肘内東方、北上

山由列立己

次(吏己|、各|、馬コ使、陪従、人長等、市鳥居内山
方、北上京出手1)守。

此問、博奏、孝行参会、本具之後、ロl合参進、令

骨t之。先前払‘次御幣、次和琴、次御馬、次舞人[為
先下1菌1、次使、次陪従、次人長。

御植入南中門、昇問符殿、北庭中央。和琴留市中門
外[頗司thJ 。舞人中御，\\l六疋、!止南中門外丙傍 [~t 卜
東;面、為狭少と問、下日菌及辛IIc i直入南中門後、史東
h、北阿タ11立己
次使入南中門、於西廊千件、角年初洗手[主水司、議、設

廊*迭役之] 陪従以卜、経~廊、代外東立、拝殿崇
庭 [r河巾門内東側代前、西よ北面、人長退\r..-"H~手11
ポL ~リ勅歌人立、陪従上頭。此問、いj!ほ官人、史
Ijニ、衛上等主主進コ官人取問御門f、渡洞官。々々開門3
殿案卜。官人、令児出御幣極、於IN中門外。
次付嗣白給宣命一市司j白参 神殿。
次阿官還問、CjJ返祝I柏子l~ 又 人枠官幣、泰神
次{吏起町、入IBr，合、帯剣l汁

次舞人引廻御馬[ 反L ~Z:、引出南中門外む比問、
陪従唱二歌。

次次掃舞人部資撤 肯:命座。次撤幣殿[索]σ
列立、舞殿坤庭[東上北函]

次{吏参進、立舞殿宍挺。 ~IJ勅歌人及び陪従以下、進
立{七南[北上山山]土
次有東遊事。舞人参舞殿。両舞了、退出。
次{吏己下浪南門外、至馬場行上煩[東面 J";MIA;J口
次舞人於南鳥居外、乗馬ーコ[']刊向北、令馳御馬[為先
上腐J，
次使巳下入休IDコ
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【当日 社頭之儀(つづき)】 (勅楽と神宴=御神
楽〕
次勅楽[高歳楽延喜楽貸殿地久ポ魁相済。

予(文均)、勅来勤仕後、 i邑山会 市刻|上ヒリ帝'1"，
?)~掃郁子言、敷神宴座
次土殿J白人、焼!怠火
捗:19':L'.I<石庭中原 I村宴、町亥1)御始
(]:人長立行乍u

IJd.JiL'.1¥ |、起座[為先卜鴎]コ
次人長御掃部束、イラ敷車，>¥，
次人長召笛、筆集、和琴等。託、着本末座。有能
合。歌人唱庭火。誌、着木末座。
次{克己下、従座 j帝都祭打白紙コ
次神宴。
次人長石、才男。先使本末拍子、笛、草案、和琴。
次使仰星曲。
次其駒。詑L 使己下、作為先下嶋起座
次使巳下退問 m

次撤神懐。此間奏楽。

半且五己工主L

n
t
U
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